
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ
ング・オフ）の適用はありません。

～お申込をされる前に～

目論見書補完書面（投資信託）

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。
この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。

この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要
当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第３３条の２の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行に

おいてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金

概算額の全部（前受金）を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。

・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまのお届

出住所宛に送付します。

当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。

①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取り扱い等の業務

②証券仲介業務

③デリバティブ業務

④保護預り業務

⑤社債等の振替業務

当ファンドの販売会社の概要
商号等 株式会社新生銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第１０号

本店所在地 〒100-8501 東京都千代田区内幸町２－１－８

加入協会 日本証券業協会、（社）金融先物取引業協会

資本金 476,296,960,638円（2008年2月4日現在）

主な事業 銀行業

設立年月 1952年12月1日

連絡先 0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧
次ページ以降をご確認ください。
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（※）約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当

額を控除した金額（「約定日の基準価額×約定した口数」）をいいます。お申込手数料は、下記の手

数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税

相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。（「お申込金額＝約定金額＋

お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等の相当額」）

取扱窓口 店頭／ 電話（新生パワーコール）／ インターネット（新生パワーダイレクト）

〔 電話（新生パワーコール）、 インターネット（新生パワーダイレクト）は、パワーフレックス口座を
お持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧

ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

大同のＭＭＦ
（マネー・マネージ
メント・ファンド）

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

累積投資
専用 なし １円以上

１円単位

２２５インデックス
ファンド

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

自動継続
投資コース

5億円未満 1.05%（税抜 1.0%）

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）
１万円以上
１円単位

インデックス
ファンド２２５

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワ・
バリュー株・
オープン
（愛称：底力）

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5億円未満

5億円以上
1.05%（税抜1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本成長株・
ファンド

フィデリティ
投信

累積
投資コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本配当
成長株・ファンド
（分配重視型）

フィデリティ
投信

累積
投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

取扱
窓口
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クレディ・スイス・
ジャパン・
グロース・
ファンド

クレディ・
スイス投信

自動
けいぞく
投資専用

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）5億円未満

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

取扱
窓口

ガリレオ
ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

1億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

世界のサイフ 日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 2.10%（税抜 2.0%） １万円以上
１円単位

ニッセイ／
パトナム・
インカムオープン

ニッセイ
アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%） １万円以上
１円単位

グローバル・
ソブリン・
オープン　
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

分配金
複利
けいぞく
投資コース

1億口未満 1.575%（税抜 1.5%）

1億口以上
1.05%（税抜 1.0%）3億口未満

3億口以上 0.525%（税抜 0.5%）

お申込手数料の段階区分が「口数」
であるため、当ファンドについては「約
定した口数」に応じた手数料率を記
載しています。

１万円以上
１円単位

LM・
オーストラリア
毎月分配型
ファンド

レッグ・
メイソン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

アメリカン・
ドリーム・ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位
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エマージング・
ソブリン・オープン
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

自動
けいぞく
投資コース

5億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5億円以上 1.05%（税抜 1.0%）
１万円以上
１円単位



ドイチェ・ライフ・
プラン
７０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
バランス・
ファンド

フィデリティ
投信

累積投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
３０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
５０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位
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JPMワールド・
ＣＢ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン・
為替ヘッジ

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

エマージング・
カレンシー・
債券ファンド
（毎月分配型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上 1.575%（税抜 1.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

取扱
窓口

新生・4分散
ファンド

中央三井
アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位



世界の財産
３分法ファンド
（不動産・債券・
株式）
毎月分配型

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

グローバル・
ハイインカム・
ストック・ファンド

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

JPM・BRICS５・
ファンド（愛称：
ブリックス・ファイブ）

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

世界好配当
インフラ株
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ＪＦアジア株・
アクティブ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・世界分散
ファンド
（複利効果重視型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

新生・世界分散
ファンド
（分配重視型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

新生・世界株式
ファンド
（複利効果重視型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

新生・世界株式
ファンド
（分配重視型）

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位
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ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

取扱
窓口
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ゴールドマン・サックス
日本株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳジャパン・
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

新生・UTIインド
インフラ関連株式
ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15％（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

取扱
窓口

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＢ
（為替ヘッジなし）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ラサール・
グローバルREIT
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

HSBCブラジル
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

SGロシア
東欧株ファンド

ソシエテ
ジェネラル
アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＡ
（為替ヘッジあり）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣインド
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・UTI
インドファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・フラトン
VPIC
ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ＨＳＢＣチャイナ
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位



ダイワＪ－ＲＥＩＴ
オープン

Ｔ＆Ｄ
アセット
マネジメント

ＭＳＣＩインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・
ポートフォリオ

モルガン・
スタンレー・
アセット・
マネジメント
投信

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

日本トレンド・セレクト
リバース・トレンド・
オープン

日本トレンド・セレクト
日本トレンド・
マネーポートフォリオ

日本トレンド・セレクト
ハイパー・ウェイブ

日興アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

一律 1.05%（税抜 1.0%）

一律 1.05%（税抜 1.0%）

日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオから
のスイッチングでのみご購入いただけます

日本トレンド・セレクトは手数料無しで3つのポートフォリオ間のスイッチングができます（信託
財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください）。スイッチングに
よる購入申込単位は、１円以上１円単位です。

１万円以上
１円単位

日本債券ベア 自動継続
投資コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）10万円以上１円単位
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インベスコ
店頭・成長株
オープン

インベスコ
投信投資
顧問

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ヨーロッパ
インカムオープン

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%）１万円以上１円単位

ゴールドマン・サックス
米国株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳＵＳ
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

MHAM物価
連動国債ファンド
（愛称：未来予想）

みずほ
投信投資
顧問

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ファンド名 運用会社 取扱
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

取扱
窓口
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＜償還乗換優遇制度について＞

償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内

に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度で

す。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還（予定）ファンドの償還金をもって、本お申込

手数料一覧記載のいずれかの投資信託（「大同のＭＭＦ」は除く。）をお申し込みされる場合に、

手数料を無料とさせていただきます。※なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証す

る書類を呈示していただくことがあります。

※以下の場合は優遇制度の対象外となります。

・「償還するファンド」「償還金をもってお申し込みされるファンド」のいずれかまたは両方が、外国

籍投資信託である場合

・インターネット〈新生パワーダイレクト〉でお申し込みされる場合

優遇対象となる償還（予定）ファンド 償還（予定）日 優遇期限

― ― ―

優遇対象とならない償還（予定）ファンド 償還（予定）日

― ―
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本情報は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 

  



新生・４分散ファンドは、実質的に国内外の株式や公社債を主要投資対象としていま

す。組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響や組入れた有価証券の発行体

の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、ファンドの基準

価額も変動し、これにより投資元本を割り込むことがあります。 

従って、当ファンドは元本保証のある商品ではありません。 

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。 

ご投資家の皆様におかれましては、当投資信託説明書（交付目論見書）本文をよくお

読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みいただきますようお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

本書「投資信託説明書（交付目論見書）」は、金融商品取引法第15条第２項本文に規定する投資家

にあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書です。 

この目論見書により行う新生・４分散ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法

（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を平成19年10月５日に関東財務局長に提

出しており、平成19年10月21日に届出の効力が生じております。 

金融商品取引法第15条第３項に規定する投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家のご請求に基

づき販売会社を通じてお渡しします（記載項目等につきましては、本書34ページをご参照くださ

い。）。 

なお、販売会社に「投資信託説明書（請求目論見書）」の交付をご請求された場合は、その旨をご

自身でも記録しておくようにしてください。 

 
 
 

発 行 者 名 中央三井アセットマネジメント株式会社 

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都港区芝三丁目23番１号 

有価証券届出書の写し

を縦覧に供する場所
該当事項はありません。 

 
 

■ お電話によるお問合せ先  

電話番号 ０３－５４４０－０１９０ 

受付時間 営業日の午前９時から午後５時まで 

（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前９時から正午まで） 

■ 委託会社のホームページ アドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍａｍ．ｃｏ．ｊｐ／ 

委託会社のお客様相談窓口 



 

下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込みされるご投資家の

皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 

お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みく

ださい。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 
 

当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としますので、組入れた

有価証券の価格の下落や、組入れた有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等

の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産にも投

資するため、円と投資対象通貨の為替レートの変動により損失を被ることがあります。 

従って、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落に

より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、

「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 
■当ファンドに係る手数料等について 
 

◆申込手数料 

お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に3.15％（税

抜3.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年0.987％（税抜年0.94％）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

ご解約受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た金額とします。 

◆その他の費用（＊） 

・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 

・監査費用 

・外貨建資産の保管等に要する費用 等 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

（＊）｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限額等を表示することができません。 

当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応

じて異なりますので、表示することができません。 
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ファンドの基本情報 

 
ファンドの基本情報 

ファンドの名称 新生・４分散ファンド 

基本的性格 追加型株式投資信託／バランス型 

ファンドの目的 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 

主な投資対象 
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マ

ザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。

ベンチマーク ありません。 

投資方針 詳細につきましては「投資方針」（７ページ）をご参照ください。 

主な投資制限 
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 

収益分配 毎決算時に原則として約款に定める収益分配方針に基づき分配を行います。 

 

■ファンドの保有に伴いご負担いただく費用等（ファンドの費用に関する情報） 
  

申込手数料 

①お申込価額（注１）、お申込金額（注２）、お申込口数等に応じ

て、3.15％（税抜 3.0％）の率を上限として、販売会社が別に定

める手数料率を「お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込

期間中は１口当たり１円）×取得口数」に乗じて得た額としま

す。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

（注１）お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１

口当たり１円）に取得口数を乗じて得た額をいいます。 

（注２）お申込価額に申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相

当額を加えた総額をいいます。 

②「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合に

ついては無手数料とします。 

③償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合に

は、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、当

該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得

する口数について申込手数料を優遇することがあります。（「償

還乗換優遇制度」）詳細につきましては、販売会社にお問い合わ

せください。 

解約手数料 ありません。 

信託財産留保額 
ご解約受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た金額としま

す。 

課税上の取扱い 詳細につきましては「課税上の取扱い」（19ページ）をご参照ください。

信託報酬 純資産総額に対し年0.987％（税抜 年0.94％） 

ファンドの監査費用 受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

その他の費用 
詳細につきましては「その他の手数料等」（18ページ）をご参照くださ

い。 
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■その他の基本情報 

信託期間 
平成19年10月31日から無期限（ただし、受益権の口数が10億口を下回ることとなった

場合等には、信託を終了させることがあります。） 

決算日 毎年６月10日（休業日の場合は翌営業日） 

発行価額の総額 
当初募集額  上限 300億円 

継続募集額  上限  10兆円 

申込期間 

当初申込期間 

平成19年10月22日から平成19年10月30日までの間、原則として毎営業日お申込み

いただけます。 

継続申込期間 

平成19年10月31日から平成20年９月10日までの間、原則として毎営業日お申込み

いただけます。 

（なお、継続申込期間は、継続申込期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に

提出することにより更新されます。） 

申込単位 

販売会社が定める単位とします。 

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

（「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は１口単位） 

申込受付時間 
営業日の午後３時まで（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで） 

この時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 

発行価格 

当初申込期間：１口当たり１円です。 

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

（「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各

計算期間終了日の基準価額） 

申込代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。 

一部解約の受付 原則として、毎営業日一部解約の受付をいたします。 

解約単位 １口単位 

解約受付時間 
営業日の午後３時まで（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで） 

この時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。 

解約価額 ご解約受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 

解約代金の支払い 原則としてご解約受付日から起算して５営業日目から。 

※当投資信託説明書（交付目論見書）中で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けて

ありますので、併せてご参照ください。 

 

■申込取扱場所及び払込取扱場所 

 販売会社でお取扱いしております。 

販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。 
 

 
中央三井アセットマネジメント株式会社 

 
お客様相談窓口 電話番号 ０３－５４４０－０１９０ 

＜受付時間＞営業日の午前９時から午後５時まで 

（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前９時から正午まで） 

ホームページ  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍａｍ．ｃｏ．ｊｐ／ 
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その他のファンド情報 
 

内国投資信託受益証券の形態等 

①契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）

です。 

②１口当たりの元本は１円です。 

③格付は取得していません。 

④当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」と

いいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記

「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位

の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に

記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載

又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。 

発行価額の総額の払込み 

当初申込みに係る発行価額の総額は、設定日（平成19年10月31日）に、

販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社である

中央三井アセット信託銀行株式会社の指定する当ファンド口座に払い込

まれます。 

継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会

社により、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当

ファンド口座に払い込まれます。 

申込証拠金 該当事項はありません。 

日本以外の地域における発行 該当事項はありません。 

振替機関に関する事項 
振替機関は下記のとおりです。 

株式会社証券保管振替機構 

振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業

に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 

当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び振替機関

の業務規程その他の規則に従って支払われます。 

（後記「その他の情報」（33ページ）もあわせてご参照ください。） 

有価証券届出書の写しの縦覧場所 

（訂正届出書を含みます。） 
該当事項はありません。 
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ファンドの性格 
 

ファンドの目的及び基本的性格 
 

ファンドの目的 
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行い

ます。 

基本的性格 

当ファンドは、委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社が投資家のため

に、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、中央三井アセット信託銀行株式会社

がその受託会社となることを引受けたものです。当ファンドは、委託者が受託者に投資

信託財産の運用を指図する委託者指図型の証券投資信託で、追加型株式投資信託・バラ

ンス型（※）に属します。 

信託金限度額 上限 １兆円 

※「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限

度70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは、公社債中心の運用を行うも

の。」として分類されるファンドをいいます。 

 
 

ファンドの特色 
 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日

本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド（以下こ

れらを「マザーファンド」又は「親投資信託」という場合があります。）の各受益証券への投資を通じ

て、国内外の株式及び公社債へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確

保を目指して運用を行います。 

 

◆当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれが定めている以下のベンチマーク（運

用成果を判断するうえで基準になる市場全体の動きを示す指数です。）と連動する投資成果を目標とす

る運用を行います。 

中央三井日本株式マザーファンド：「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数） 

中央三井日本債券マザーファンド：「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 

中央三井外国株式マザーファンド：「モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コ

クサイ指数（ＭＳＣＩコクサイ指数）（円ベース）」 

中央三井外国債券マザーファンド：「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな

し・円ベース）」 

 

※「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数）について 

ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といい

ます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべ

ての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、ＴＯＰＩ

Ｘの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止又

はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、ＴＯＰＩＸの指

数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 

※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について 

野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資

収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基

に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、中央三
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井日本債券マザーファンドの運用成果に関し、一切責任はありません。 

※ＭＳＣＩコクサイ指数について 

ＭＳＣＩ（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が開発した株価指数で、

日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに合成したものです。同指数に関

する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同

指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 

※シティグループ世界国債インデックスについて 

シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資

利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 

 
 

ファンドの仕組み 

 

ファミリーファンド方式での運用 

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド（新生・４分散

ファンド）とし、その資金をマザーファンド（中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マ

ザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド）に投資して、

その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。 

 

新生・
４分散ファンド

投資家

中央三井日本債券
マザーファンド

中央三井日本株式
マザーファンド

中央三井外国債券
マザーファンド

中央三井外国株式
マザーファンド

国内株式

国内債券

海外株式

海外債券

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

申込金

分配金
解約金等

新生・
４分散ファンド

新生・
４分散ファンド

投資家投資家

中央三井日本債券
マザーファンド
中央三井日本債券
マザーファンド

中央三井日本株式
マザーファンド

中央三井外国債券
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド

中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国株式
マザーファンド

国内株式

国内債券

海外株式

海外債券

国内株式国内株式

国内債券国内債券

海外株式海外株式

海外債券海外債券

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

投資

収益

申込金

分配金
解約金等
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ファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
委託会社と関係法人との契約の概要 

委託会社と受託会社との契約 

「証券投資信託契約」 

運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事

項、受益者に関する事項等が定められています。 

なお、当該信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基

づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいて締

結されます。 

委託会社と販売会社との契約 

「投資信託受益権の取扱に関す

る契約」 

販売会社の受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収

益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに

口座管理機関としての業務等に係る事務の内容等が定められています。

 

＜委託会社の概況＞ 

１．資本金の額：３億円（平成19年10月５日現在） 

２．委託会社の沿革 

昭和61年９月：三信投資顧問株式会社（三井信託銀行グループの投資顧問会社）として設立 

昭和62年２月：投資顧問業法に基づく登録 

昭和62年９月：投資一任業務の認可取得 

平成11年７月：中信投資顧問株式会社（中央信託銀行グループの投資顧問会社）と合併し「中央三井

アセットマネジメント株式会社」に社名変更 

平成12年３月：証券投資信託委託業務認可取得 

３．大株主の状況（平成19年10月５日現在） 

株 主 名 住   所 持株数 持株比率 

中央三井トラスト・ホール

ディングス株式会社 
東京都港区芝三丁目33番１号 5,050株 100.0％

 

投資信託受益権の取扱に関

する契約 

新生・４分散ファンド 

委託会社 

中央三井アセットマネジメント株式会社 

（信託財産の運用の指図、

受益権の発行等）

受託会社 

中央三井アセット信託銀行株式会社

（信託財産の保管・管理等） 

〈再信託受託会社〉 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社 

販売会社 

（受益権の募集の取扱い、一部解約の

実行の請求の受付け、収益分配金・

償還金及び一部解約金の支払い、収

益分配金の再投資並びに口座管理機

関としての業務等） 

証券投資信託契約

中央三井アセット

信託銀行株式会社

中央三井日本株式マザーファンド 

中央三井日本債券マザーファンド 

中央三井外国株式マザーファンド 

中央三井外国債券マザーファンド

投資助言 
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投資方針 

 

投資方針 
 
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド

及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定

的な収益の確保を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。 

従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式・公社債に分散投資すること

になります。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。 

 

＜投資態度＞ 

１．主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、

信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 

２．基本配分比率は国内株式25％、国内債券25％、海外株式25％、海外債券25％とします。 

３．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス

を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。 

４．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運

用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。 

５．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このた

め、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、

信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

６．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。 

７．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるい

は信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ

ります。 

８．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨

に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外

国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る

先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取

引を行うことができます。 

９．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった

受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 

10．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことがで

きます。 

 

 

投資対象 

 

中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファン

ド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。 

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債に分散投資することにより、信託

財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 

（当ファンドの投資対象の詳細につきましては、巻末にある当ファンド約款の第15条及び第16条をご参照

ください。） 
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運用体制 

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。 

 

 

具体的なポートフォリオ構築プロセスは、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記運用体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。この場

合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。 

委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、信託財産等運用管理規程があり、委託会社がファ

ンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、ファンドの運用におけるリ

スク管理に関する基本的な事項を定めた社内規定として運用リスク管理規程があります。 

委託会社は、ファンドの関係法人である再信託受託会社に対する管理・統制としては、モニタリングの

一環として外部監査法人による内部統制監査報告書を入手し査閲するなど、〝外部業務委託の適切性〟に

関する定期的確認を基本的枠組として運営しています。 

 

トレーディング・セクション
（３名程度） 

有価証券の売買執行

計 理 部（10名程度） 

ファンド計理

運用セクション（５名程度） 

運用計画の立案

運用委員会（10名程度）

運用計画会議 

業務管理室（４名程度） 

法令諸規則等の遵守状
況の監視
投資行動のチェック

パフォーマンス評価
リスク管理

中央三井アセットマネジメント

① 運用計画案を策定のうえ、 

運用計画会議・運用委員会に提出 

② 運用計画案承認 

③ 発注指示 

④ 約定連絡 

⑤ 発注伝票の回覧・チェック 

⑥ コンプライアンス・チェックの報告

⑦ パフォーマンス評価、 
リスク分析等の報告 

① ②

⑥

⑦

③

④

⑤

中央三井アセット信託銀行

投資助言

ポートフォリオ構築 ＜ファンドマネージャー＞

■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
マザーファンドへ資金を配分

運用評価・リスク管理 ＜業務管理室＞

■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価

■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析

リバランス実施 ＜ファンドマネージャー＞

■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施

ポートフォリオ構築 ＜ファンドマネージャー＞

■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
マザーファンドへ資金を配分

ポートフォリオ構築ポートフォリオ構築 ＜ファンドマネージャー＞

■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
マザーファンドへ資金を配分

＜ファンドマネージャー＞

■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
マザーファンドへ資金を配分

運用評価・リスク管理 ＜業務管理室＞

■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価

■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析

運用評価・リスク管理運用評価・リスク管理 ＜業務管理室＞

■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価

■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析

＜業務管理室＞

■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価

■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析

リバランス実施 ＜ファンドマネージャー＞

■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
リバランス実施リバランス実施 ＜ファンドマネージャー＞

■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施

＜ファンドマネージャー＞

■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
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分配方針 
 

年１回の毎決算時（決算日は６月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則とし

て次のとおり収益分配を行う方針です。 

 

１．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託

財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売買益（評価

益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配

準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。 

２．分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象

額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

３．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 

（巻末の当ファンドの約款第43条、第44条及び第45条をあわせてご参照ください。） 

 

毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 
 

投資制限 
 

１．約款に定める投資制限 

株式への投資割合 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 

外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。

新株引受権証券等への投

資割合 

新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託

財産の純資産総額の10％以下とします。 

同一銘柄の株式への投資

割合 

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

同一銘柄の転換社債等へ

の投資割合 

同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236

条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該

社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確

にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第

８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％

以下とします。 

同一銘柄の新株引受権証

券等への投資割合 

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

投資信託証券への投資割

合 

投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の５％以下とします。 

投資する株式等の範囲 

①委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証

券は、金融商品取引所等※に上場されている株式の発行会社の発行するも

の、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社

の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得す

る株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではあり

ません。 

②上記①の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券

及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認

できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも

のとします。 
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※金融商品取引所等とは、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価

証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい

ます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商

品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設す

るものをいいます。）をいいます。以下同じ。 

先物取引等の運用指図 

①委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品

取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等

先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）

及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ

るものをいいます。）並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取

引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ

ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

②委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択

権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取

引を行うことの指図をすることができます。 

③委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取

引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指

図をすることができます。 

有価証券の貸付の指図及

び範囲 

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及

び公社債を約款第26条の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

公社債の借入れの指図及

び範囲 

委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を

することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供

が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

特別の場合の外貨建有価

証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に

必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

外国為替予約取引の指図 
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取

引の指図をすることができます。 

資金の借入れ 

委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部

解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入

れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の

支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み

ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等

の運用は行わないものとします。 

 

※詳細及びその他の約款上の投資制限については、巻末の当ファンドの約款をご参照ください。 
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２．関連法令に基づく投資制限 

発生し得る危険に対応する

額として算出した額が運用

財産の純資産額を超える場

合におけるデリバティブ取

引に関する制限 

（金融商品取引法第42条の

２第７号、金融商品取引

業等に関する内閣府令第

130条第１項第８号） 

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場

その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として

あらかじめ委託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の

純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券

又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を

含みます。）を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとしま

す。 

同一の法人の発行する株式

への投資制限 

（投資信託及び投資法人に

関する法律第９条、投資

信託及び投資法人に関す

る法律施行規則第20条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ．に掲げる数がロ．に掲げ

る数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを

受託会社に指図しないものとします。 

イ．その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産と

して有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をすることができる

事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除

き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に

ついての議決権を含みます。ロ．において同じ。）の総数 

ロ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数 

 

 

（参考）マザーファンドの概要 

 

「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザ

ーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の概要 

 

巻末にある当該各ファンドの約款「運用の基本方針」をご参照ください。 
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ファンドのリスク 
 

当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内外の株式や公社債を投資対象としてい

ます。組入れた株式や公社債の値動きや為替レートの変動等により基準価額が変動しま

すので、これにより投資元本を割り込むことがあり収益（投資利回り）は未確定です。

また、組入れた株式や公社債の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部

評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり収益（投資利回り）は未確定です。

  
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 

株価変動リスク 

株価変動リスクとは、経済情勢の変化等により株価が変動するリスク

をいいます。一般に、企業業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変

化等の影響を受け、株価が下落（上昇）した場合には基準価額の下落

（上昇）要因となります。 

金利変動リスク 

金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをい

います。一般に、金利が上昇（低下）した場合には債券価格は下落（上

昇）し、基準価額の下落（上昇）要因となります。 

信用リスク 

信用リスクとは、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理

由により、利払いや償還金等をあらかじめ決められた条件で支払うこ

とができなくなるリスクをいいます。一般に、信用リスクが顕在化し

た場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、

基準価額の下落要因となる可能性があります。 

流動性リスク 

流動性リスクとは、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合等、

当ファンドの保有資産を大量に売却せざるを得ない場合に、市況動向

や取引量等の状況により基準価額が大きく変動するリスクをいいま

す。一般に、売却資産の市場における流動性が低いときには、期待す

る価格での取引ができないことや、取引に相応の時間を要することが

あり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 

カントリーリス

ク 

カントリーリスクとは、投資対象国・地域において、政治・経済情勢、

外国為替規制、資本規制、税制変更等による影響を受けるリスクをい

います。一般に、このようなリスクが顕在化した場合、またはそれが

予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下

落要因となる可能性があります。 

為替変動リスク 

為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が

変動するリスクをいいます。一般に、投資している国の通貨（※）が

円に対して弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となり、強く（円

安に）なれば基準価額の上昇要因となります。 

※米ドル、カナダドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、スウェ

ーデンクローナ、ノルウェークローネ、デンマーククローネ、ポ

ーランドズロチ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、

香港ドル、マレ－シアリンギット、シンガポールドル（平成19

年８月末現在・マザーファンドベース） 
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当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要

投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約

等に伴う資金変動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が

行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負

担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響が、当ファン

ドの基準価額の変動要因となる可能性があります。 

 

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。 

 

 

＜投資リスクに対する管理体制＞ 

 

当ファンドの運用制限の遵守状況のチェック、リスク分析については運用セクションから組織的に独立し

たセクションが行い、その分析結果を運用委員会に報告する体制としております。 

 
１．法令諸規則、約款等に定められた運用制限の遵守状況は、業務管理室が日々チェックしております。

指摘事項については、運用担当者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委

員会に報告する体制となっております。 

２．業務管理室において、リスクのモニタリング、パフォーマンス分析等を行っております。問題が生じ

た場合は、運用担当者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委員会に報告

する体制となっております。 

 

 



 

投資の手引き 
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手続等の概要 
 

お申込みからご解約及び償還までにかかる費用等 

 
時期  お申込み時  収益分配時  ご解約時  償還時 

 

         

 

手数料  
所得税 

地方税 
 

信託財産留保額 

所得税 

地方税 

 
所得税 

地方税 

 

信託報酬（毎日）等 

 

 
詳細につきましては、後記「申込手数料・解約手数料等」「収益分配時・一部解約時・償還時などの税

金等」「信託報酬等」「その他の手数料等」の項目をご参照ください。 

 
 
申込み（販売）手続等 
 

申込期間 
当初申込期間：平成19年10月22日から平成19年10月30日まで 

継続申込期間：平成19年10月31日から平成20年９月10日まで 

受付時間 
営業日の午後３時まで（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで） 

なお、この時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 

申込単位 

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

（ただし、「分配金再投資コース」の分配金再投資の場合は１口単位とします。） 

申込方法には、収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後

に、現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に、自動的

に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。な

お、平成19年10月22日現在で、「分配金受取りコース」を取扱う販売会社はありません。 

販売価額 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に、申込手数料及

び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額とします。 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問

い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、基準価額は原則として、委託

会社ホームページ（http://www.cmam.co.jp/）でご覧いただけるほか、計算日の翌日付の日

本経済新聞朝刊に（［中央三井ＡＭ］の「４分散」の略号にて）掲載される予定です。 

払込期日 販売会社が定める期日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。 

１．継続申込期間は、継続申込期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新され

ます。 

２．分配金再投資に関する契約（下記６．をご参照ください。）に基づいて収益分配金を再投資する場合の

受益権の販売価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。 

３．「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を

 

 

ご負担 

いただく 

費用・税金 
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法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

４．金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

分配金再投資に関する契約に基づく収益分配金の再投資をする場合を除き、販売会社は受益権の取得申込

みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。 

５．受益権の取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。この

ため販売会社は有価証券取引に係る「総合取引約款」その他の約款（以下「総合約款」といいます。）を

取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出していた

だきます。 

６．「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」

（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「自動けいぞく約款」といいます。）

に従い分配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金再

投資に関する契約を締結していただきます。 

７．取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うた

めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録

が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申

込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行

うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、そ

の備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、信託契約締結により生じた受益権

については信託設定時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方

法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 
 

換金（解約）手続等 
 
解約単位 １口単位 

受付時間 
営業日の午後３時まで（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで） 

なお、この時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 

解約価額 

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、解約時における信託財産留保額

（「申込手数料・解約手数料等」（16ページ）をご参照ください。）を控除した価額（以

下「解約価額」といいます。）とします。 

解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお

問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、

委託会社ホームページ（http://www.cmam.co.jp/）に掲載する予定です。 

なお受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。 

解約代金の

支払日 

一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販

売会社において当該受益者に支払われます。 

１．受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

２．委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

３．委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が

あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 

４．上記３．により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に

行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回

しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記「解約価額」の記載に準じて計算された価額とします。 
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５．解約に係る手数料については、徴収しません。 

６．一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同

口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の

記載又は記録が行われます。 

 
 
手数料等及び税金 
 
申込手数料・解約手数料等 

 
時期 項目 内容 

申込み時 申込手数料 

①「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」とも、

お申込価額（※１）、お申込金額（※２）、お申込口数等

に応じて、3.15％（税抜（※３） 3.0％）の率を上限と

して、販売会社が別に定める手数料率を「お申込受付日の

翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）

×取得口数」に乗じて得た額とします（注）。 

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

なお、マザーファンドでは、申込手数料はかかりません。 

②「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する

場合については無手数料とします。 

③償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場

合には、当該償還金額の範囲内（単位型証券投資信託に

あっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額

とします。）で取得する口数について申込手数料を優遇す

ることがあります。（「償還乗換優遇制度」（※４））詳

細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

④申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申

込金額の中から差引きます。 

一部解約時 解約手数料 
解約手数料はありませんが、以下の信託財産留保額が控除さ

れます。 
 

（一部解約時の信託財産留保額） 

①当ファンド：一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じ

て得た金額 

②マザーファンド：下表のＡ欄の金額にＢ欄の率を乗じて得た金額 

マザーファンド名 Ａ 欄 Ｂ 欄 

中央三井日本株式マザーファンド 0.20％ 

中央三井日本債券マザーファンド 0.10％ 

中央三井外国株式マザーファンド 0.20％ 

中央三井外国債券マザーファンド 

一部解約を行う日の前営業日の信託財

産の資産総額から負債総額を控除した

金額を受益権総口数で除した金額 
0.10％ 

 
（注）平成19年10月22日現在で、「分配金受取りコース」を取扱う販売会社はありません。 
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※１：お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に取得口数を乗じて得た額

をいいます（以下同じ。）。 

※２：お申込価額に申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいま

す。）に相当する金額を加えた総額をいいます（以下同じ。）。 

※３：「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます（以下同じ。）。 

※４：「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償

還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以

外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日

の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。）

をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を

優遇する制度等のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご

提示いただくことがあります。 

 
 

収益分配時・一部解約時・償還時などの税金等 

 
内容 

時期 項目 
個人受益者 法人受益者 

収益分配時 
所得税及

び地方税 

普通分配金に対して20％ 

（所得税15％及び地方税５％）

普通分配金に対して15％ 

（所得税のみ） 

一部解約時 
所得税及

び地方税 

解約価額の受益者毎の個別元

本超過額に対して20％ 

（所得税15％及び地方税５％）

解約価額の受益者毎の個別元

本超過額に対して15％ 

（所得税のみ） 

償還時 
所得税及

び地方税 

償還価額の受益者毎の個別元

本超過額に対して20％ 

（所得税15％及び地方税５％）

償還価額の受益者毎の個別元

本超過額に対して15％ 

（所得税のみ） 

（注）＜個人の受益者に対する課税＞ 

平成21年３月31日までは、上記の20％（所得税15％及び地方税５％）の税率は

10％（所得税７％及び地方税３％）に優遇されます。 

＜法人の受益者に対する課税＞ 

平成21年３月31日までは、上記の15％（所得税のみ）の税率は７％（所得税の

み）に優遇されます。 
 
（後記「課税上の取扱い」をあわせてご参照ください。） 
 

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。 
 

■申込取扱場所及び払込取扱場所の照会先 

 
中央三井アセットマネジメント株式会社 

 
お客様相談窓口 電話番号：０３－５４４０－０１９０ 

＜受付時間＞営業日の午前９時から午後５時まで 

（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前９時から正午まで） 

 
ホームページ  ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍａｍ．ｃｏ．ｊｐ／ 
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  信託報酬等 

 
時期 項目 費用 

信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年0.987％（税抜 年0.94％）

（委託会社） 0.294％ （税抜 0.28％） 

（販売会社） 0.630％ （税抜 0.60％） 
毎日 

（信託報酬の配分） 

（受託会社） 0.063％ （税抜 0.06％） 

１．信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき

に信託財産中から支弁するものとします。 

２．信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 

３．マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。 

 

 

その他の手数料等 

 
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立

替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中

から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益

者の負担とし、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき

に信託財産中から支弁します。 

なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。 

③ 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。 

④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に

対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信

託財産中から支弁します。 
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課税上の取扱い 

 

個人の受益者 

に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普

通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について

は、20％（所得税15％及び地方税５％）の税率（※）による源泉徴

収（申告不要）が行われます。確定申告を行えば、総合課税を選択

することもできます。また、一部解約時及び償還時の損失について

は、確定申告により、株式等譲渡益との損益通算が可能となりま

す。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金の

みであり、特別分配金は課税されません。 

※平成21年３月31日までは、上記の20％（所得税15％及び地方税

５％）の税率は10％（所得税７％及び地方税３％）に優遇されま

す。 

法人の受益者 

に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普

通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について

は、15％（所得税のみ）の税率（※）による源泉徴収が行われま

す。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金の

みであり、特別分配金は課税されません。 

※平成21年３月31日までは、上記の15％（所得税のみ）の税率は

７％（所得税のみ）に優遇されます。 

 
 

個別元本について 

１．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数

料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の

元本（個別元本）にあたります。 

２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益

者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出

されます。 

３．ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社

毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等

で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と

「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算

出が行われる場合があります。 

４．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から

当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照くだ

さい。） 

一部解約時及び償還

時の課税について 
一部解約時及び償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
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収益分配金の 

課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税

扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分

があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、 

１．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は

当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通

分配金となります。 

２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場

合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特

別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

（「普通分配金」と「特別分配金」につきましては、下記イメージ図もあわせてご参

照ください。） 

 
 

税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。 

 
 

（ご参考）普通分配金と特別分配金について（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理及び運営の概要 
 

資産の評価 

１．親投資信託受益証券（中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファ

ンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド） 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価しま

す。 

２．株式、投資信託受益証券及び投資証券 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価します。

３．国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価します。

ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によります。 
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（非課税扱い）

本図は、収益分配金が支払われた場合の課税関係をご説明するために作成したイメージ図です。
本図はイメージ図であり、個別元本、基準価額及び収益分配金の水準を示唆するものではありません。また、基準価額が
受益者の個別元本を下回る場合があることにご留意ください。

受益者の
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本図は、収益分配金が支払われた場合の課税関係をご説明するために作成したイメージ図です。
本図はイメージ図であり、個別元本、基準価額及び収益分配金の水準を示唆するものではありません。また、基準価額が
受益者の個別元本を下回る場合があることにご留意ください。
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保管 該当事項はありません。 

信託期間 

当ファンドの信託期間は、信託契約締結日（平成19年10月31日）から無期限とします。 

ただし、下記「繰上償還に係る条件並びに手続き」に該当することとなった場合には、委託

会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

計算期間 

１．当ファンドの計算期間は、毎年６月11日から翌年６月10日までとすることを原則としま

す。ただし、第１計算期間は平成19年10月31日から平成20年６月10日までとし、最終計算

期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 

２．上記１．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）

が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期

間が開始されるものとします。 

繰上償還に

係る条件並

びに手続き 

１．委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合 

イ．委託会社は、次のいずれかの事由に該当する場合、受託会社と合意のうえ、下記ロ．

の所定の手続きを経て、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。 

ａ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった

場合 

ｂ．信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき 

ｃ．やむを得ない事情が発生したとき 

ロ．所定の手続き 

委託会社は、上記イ．の繰上償還を行う場合には、以下の手続きによります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に

つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、上記手続きを行うことが困難な場合には適用しません。）

２．委託会社は、次のいずれかの事由に該当する場合、当ファンドの信託契約を解約し、信

託を終了させます。 

ａ．監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき 

ｂ．監督官庁より投資信託委託会社の登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を

廃止したとき 

ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に

引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記「信託約款の変更等に係る条件並びに

手続き」の「重大な約款変更の実施」に該当する場合には、当該投資信託委託会社と受

託会社との間において存続します。 

ｃ．受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合又は裁判所が受託会社を

解任した場合において委託会社が新受託会社を選任できないとき 

※委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
る時の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。

委託会社

知れている
受益者への

発送

書面決議の通知

参考書類

議決権行使書面

２週間
以上

２週間
以上

議
決
権
行
使
期
限

議
決
権
行
使
期
限

書
面
決
議
の
日

書
面
決
議
の
日

結果

繰上償還
の実施

繰上償還
不成立

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

書面決議否決

結果

繰上償還
の実施

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

書面決議否決書面決議否決
繰上償還
不成立

※委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
る時の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。

委託会社

知れている
受益者への

発送

書面決議の通知

参考書類

議決権行使書面

２週間
以上

２週間
以上

２週間
以上

２週間
以上

議
決
権
行
使
期
限

議
決
権
行
使
期
限

議
決
権
行
使
期
限

議
決
権
行
使
期
限

書
面
決
議
の
日

書
面
決
議
の
日

書
面
決
議
の
日

書
面
決
議
の
日

結果

繰上償還
の実施

繰上償還
不成立

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

書面決議否決書面決議否決

結果

繰上償還
の実施

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

書面決議否決書面決議否決
繰上償還
不成立
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信託約款の

変更等に係

る条件並び

に手続き 

１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託と

の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資

信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更

又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は

「信託約款の変更等に係る条件並びに手続き」に定める以外の方法によって変更すること

ができないものとします。 

２．委託会社は、上記１．の事項（上記１．の変更事項にあっては、その内容が重大なもの

に該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいま

す。）については以下の手続きにより行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上記規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提

案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときには適用しません。） 

反対者の買

取請求権 

信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重

大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財

産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の

手続きに関する事項は、上記「繰上償還に係る条件並びに手続き」の１．ロ．又は「信託約

款の変更等に係る条件並びに手続き」の２．に規定する書面に付記します。 

公告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

運用報告書 

委託会社は、計算期間の終了毎に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買

状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、あらかじめ受益者からお申

し出いただいた住所にお届けいたします。また、販売会社でもお受取りいただけます。 

 

※詳細は、巻末の当ファンドの約款をご参照ください。 

 

※１：委託会社及びこの信託の信託財産にこの
信託の受益権が属する時の当該受益権に
係る受益者としての受託会社を除きます。

委託会社

知れている
受益者への

発送

書面決議の通知

参考書類

議決権行使書面

２週間
以上

２週間
以上

議

決

権

行

使

期

限

議
決
権
行
使
期
限

書

面

決

議

の

日

書
面
決
議
の
日

結果

繰上償還
の実施

結果

重大な約款
変更等
不成立

書面決議否決書面決議否決書面決議否決

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※１の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

又は

重大な約款
変更の実施

併合の
実施※２

※２：当該併合に係る一又は複数の他の投資信託にお
いて当該併合の書面決議が否決された場合は、当
該他の投資信託との併合を行うことはできません。

※１：委託会社及びこの信託の信託財産にこの
信託の受益権が属する時の当該受益権に
係る受益者としての受託会社を除きます。

委託会社

知れている
受益者への

発送

書面決議の通知

参考書類

議決権行使書面

２週間
以上

２週間
以上

２週間
以上

２週間
以上

議

決

権

行

使

期

限

議
決
権
行
使
期
限

議

決

権

行

使

期

限

議
決
権
行
使
期
限

書

面

決

議

の

日

書
面
決
議
の
日

書

面

決

議

の

日

書
面
決
議
の
日

結果

繰上償還
の実施

結果

重大な約款
変更等
不成立

書面決議否決書面決議否決書面決議否決書面決議否決書面決議否決書面決議否決書面決議否決

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※１の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

可

決

・賛成票
・議決権不行使

受益者※１の
・半数以上、かつ
・議決権の２／３以上

又は

重大な約款
変更の実施

併合の
実施※２

※２：当該併合に係る一又は複数の他の投資信託にお
いて当該併合の書面決議が否決された場合は、当
該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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運用状況 

 
投資状況 

当ファンドは平成19年10月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 

 

投資資産 

当ファンドは平成19年10月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 

 

運用実績 
当ファンドは平成19年10月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 

 

 

（参考情報）マザーファンドの投資状況及び投資資産 

当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの平成19年８月31日現在の投資状況及び投資資産は次

のとおりです。 

 

（１）投資状況 

（中央三井日本株式マザーファンド） 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

株式 日本 275,558,680,095 96.82 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,061,735,448 3.18 

合計（純資産総額） 284,620,415,543 100.00 

 

（中央三井日本債券マザーファンド） 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

公社債 日本 228,083,287,697 98.65 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,126,752,638 1.35 

合計（純資産総額） 231,210,040,335 100.00 
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（中央三井外国株式マザーファンド） 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

アメリカ 172,396,634,843 47.95 

イギリス 40,287,999,468 11.21 

フランス 17,023,755,744 4.74 

ドイツ 15,044,712,292 4.18 

カナダ 14,037,494,083 3.90 

スイス 12,058,761,762 3.35 

その他 61,205,966,794 17.02 

株式 

小計 332,055,324,986 92.36 

アメリカ 2,771,340,241 0.77 

オーストラリア 1,341,618,275 0.37 

その他 1,889,791,790 0.53 
投資信託受益証券、投資証券 

小計 6,002,750,306 1.67 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 21,461,151,210 5.97 

合計（純資産総額） 359,519,226,502 100.00 

 

（中央三井外国債券マザーファンド） 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

アメリカ 138,551,614,293 27.92 

ドイツ 64,368,792,307 12.97 

イタリア 59,447,372,244 11.98 

フランス 54,081,416,974 10.90 

イギリス 39,747,018,011 8.01 

その他 123,263,605,054 24.84 

国債証券 

小計 479,459,818,883 96.62 

特殊債券 オーストラリア 2,265,452,067 0.46 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 14,482,722,261 2.92 

合計（純資産総額） 496,207,993,211 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 
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（２）投資資産 

（中央三井日本株式マザーファンド） 

① 投資有価証券の主要銘柄 

  Ａ．主要銘柄の明細 

簿価（円） 評価額（円） 順 
位 

銘柄名 業種 株数 
単価 金額 単価 金額 

投資
比率
（％）

１ トヨタ自動車 輸送用機器 1,803,300 7,902 14,250,219,630 6,760 12,190,308,000 4.28

２ 
三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ 

銀行業 7,234 1,519,469 10,991,835,627 1,110,000 8,029,740,000 2.82

３ 
みずほフィナンシャル
グループ 

銀行業 8,217 897,085 7,371,351,094 733,000 6,023,061,000 2.12

４ キヤノン 電気機器 832,700 6,460 5,379,485,226 6,620 5,512,474,000 1.94

５ 
三井住友フィナンシャ
ルグループ 

銀行業 5,473 1,247,939 6,829,972,110 915,000 5,007,795,000 1.76

６ 武田薬品工業 医薬品 555,300 7,956 4,418,059,400 7,920 4,397,976,000 1.55

７ ソニー 電気機器 752,200 5,739 4,316,522,495 5,580 4,197,276,000 1.47

８ 本田技研工業 輸送用機器 1,069,300 4,699 5,024,948,584 3,820 4,084,726,000 1.44

９ 任天堂 その他製品 70,800 33,965 2,404,722,100 53,700 3,801,960,000 1.34

10 日本電信電話 情報・通信業 6,083 611,256 3,718,267,712 538,000 3,272,654,000 1.15

11 新日本製鐵 鉄鋼 3,967,000 683 2,707,686,000 812 3,221,204,000 1.13

12 三菱商事 卸売業 985,100 2,336 2,301,215,100 3,260 3,211,426,000 1.13

13 
ジェイ エフ イー 
ホールディングス 

鉄鋼 383,300 6,365 2,439,742,140 7,560 2,897,748,000 1.02

14 松下電器産業 電気機器 1,430,000 2,401 3,434,125,000 2,020 2,888,600,000 1.01

15 野村ホールディングス 
証券、商品先
物取引業 

1,309,400 2,373 3,107,063,500 2,050 2,684,270,000 0.94

16 三菱地所 不動産業 863,000 3,384 2,920,722,865 3,100 2,675,300,000 0.94

17 
ミレアホールディング

ス 
保険業 583,500 4,604 2,686,624,900 4,480 2,614,080,000 0.92

18 東京電力 電気・ガス業 844,700 3,832 3,237,294,200 3,040 2,567,888,000 0.90

19 三井物産 卸売業 1,055,000 1,869 1,971,440,504 2,410 2,542,550,000 0.89

20 
エヌ・ティ・ティ・ド
コモ 

情報・通信業 13,369 188,693 2,522,631,500 177,000 2,366,313,000 0.83

21 東日本旅客鉄道 陸運業 2,331 865,935 2,018,494,128 923,000 2,151,513,000 0.76

22 日本たばこ産業 食料品 3,330 590,710 1,967,064,398 643,000 2,141,190,000 0.75

23 東芝 電気機器 2,020,000 824 1,664,904,000 1,044 2,108,880,000 0.74

24 小松製作所 機械 582,000 2,521 1,467,038,800 3,570 2,077,740,000 0.73

25 ＫＤＤＩ 情報・通信業 2,240 824,444 1,846,754,051 895,000 2,004,800,000 0.70

26 信越化学工業 化学 233,800 8,027 1,876,737,900 8,380 1,959,244,000 0.69

27 アステラス製薬 医薬品 345,600 5,366 1,854,500,222 5,370 1,855,872,000 0.65

28 
セブン＆アイ・ホール
ディングス 

小売業 564,000 3,729 2,102,905,800 3,090 1,742,760,000 0.61

29 三菱電機 電気機器 1,251,000 1,107 1,384,732,000 1,361 1,702,611,000 0.60

30 日立製作所 電気機器 2,243,000 822 1,844,201,000 748 1,677,764,000 0.59

合計 23,792,277 110,061,261,986  103,609,723,000 36.40

 （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注）国／地域は全て日本、種類は全て株式です。 
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Ｂ．種類別及び業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率（％） 

水産・農林業 0.08

鉱業 0.28

建設業 1.76

食料品 2.65

繊維製品 1.02

パルプ・紙 0.32

化学 5.32

医薬品 4.12

石油・石炭製品 0.86

ゴム製品 0.56

ガラス・土石製品 1.26

鉄鋼 3.66

非鉄金属 1.34

金属製品 0.62

機械 4.52

電気機器 13.87

輸送用機器 9.12

精密機器 1.46

その他製品 2.32

電気・ガス業 3.96

陸運業 3.09

海運業 0.97

空運業 0.39

倉庫・運輸関連業 0.22

情報・通信業 4.87

卸売業 4.74

小売業 2.94

銀行業 10.78

証券、商品先物取引業 1.85

保険業 2.42

その他金融業 1.31

不動産業 2.87

株式 

サービス業 1.26

合計 96.82

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

銘柄名 国名 数量 簿価金額（円） 評価金額（円） 投資比率（％）

先物取引 

 買建 

  ＴＯＰＩＸ先物取引 

日本 594 9,340,441,850 9,572,310,000 3.36

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。 
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（中央三井日本債券マザーファンド） 
① 投資有価証券の主要銘柄 

  Ａ．主要銘柄の明細 

簿価（円） 評価額（円） 順
位 

銘柄名 
利率 
（％） 

償還日 
額面金額 
（円） 単価 金額 単価 金額 

投資
比率
（％）

１ 
利付国庫債券（５年） 
第４２回 

0.6 2009/12/20 2,970,000,000 99.27 2,948,431,800 99.36 2,950,992,000 1.28

２ 
利付国庫債券（１０年）
第２８６回 

1.8 2017/6/20 2,800,000,000 100.91 2,825,680,000 101.64 2,846,172,000 1.23

３ 
利付国庫債券（５年） 
第６０回 

1.2 2011/9/20 2,800,000,000 100.33 2,809,268,000 100.40 2,811,368,000 1.22

４ 
利付国庫債券（５年） 
第６３回 

1.2 2012/3/20 2,600,000,000 99.76 2,593,890,000 100.23 2,606,162,000 1.13

５ 
利付国庫債券（１０年）
第２８４回 

1.7 2016/12/20 2,450,000,000 100.43 2,460,709,500 101.05 2,475,823,000 1.07

６ 
利付国庫債券（５年） 
第６２回 

1.3 2011/12/20 2,400,000,000 100.62 2,414,900,000 100.73 2,417,664,000 1.05

７ 
利付国庫債券（１０年）
第２８５回 

1.7 2017/3/20 2,300,000,000 100.26 2,306,176,000 100.91 2,320,930,000 1.00

８ 
利付国庫債券（１０年）
第２３４回 

1.4 2011/9/20 1,840,000,000 101.23 1,862,779,200 101.23 1,862,797,600 0.81

９ 
利付国庫債券（５年） 
第６４回 

1.5 2012/6/20 1,800,000,000 100.83 1,814,950,000 101.54 1,827,756,000 0.79

10 
利付国庫債券（１０年）
第２７３回 

1.5 2015/9/20 1,800,000,000 99.73 1,795,184,000 100.36 1,806,480,000 0.78

11 
利付国庫債券（１０年）
第２６８回 

1.5 2015/3/20 1,700,000,000 99.71 1,695,075,000 100.75 1,712,750,000 0.74

12 
利付国庫債券（５年） 
第５４回 

1.1 2011/3/20 1,700,000,000 100.17 1,703,058,000 100.27 1,704,641,000 0.74

13 
利付国庫債券（２年） 
第２５７回 

1.0 2009/6/15 1,700,000,000 100.01 1,700,331,000 100.24 1,704,148,000 0.74

14 
利付国庫債券（２年） 
第２４９回 

0.7 2008/10/15 1,700,000,000 100.04 1,700,714,000 99.92 1,698,776,000 0.73

15 
利付国庫債券（５年） 
第５２回 

0.8 2010/12/20 1,700,000,000 99.19 1,686,281,000 99.36 1,689,154,000 0.73

16 
利付国庫債券（５年） 
第３８回 

0.9 2009/6/20 1,680,000,000 100.24 1,684,060,200 100.10 1,681,764,000 0.73

17 
利付国庫債券（１０年）
第２５８回 

1.3 2014/3/20 1,680,000,000 99.56 1,672,659,000 99.90 1,678,471,200 0.73

18 
利付国庫債券（１０年）
第２５６回 

1.4 2013/12/20 1,640,000,000 100.16 1,642,654,400 100.61 1,650,004,000 0.71

19 
利付国庫債券（１０年）
第２６４回 

1.5 2014/9/20 1,630,000,000 100.36 1,635,893,200 100.96 1,645,713,200 0.71

20 
利付国庫債券（２０年）
第９５回 

2.3 2027/6/20 1,500,000,000 101.85 1,527,793,000 102.93 1,544,085,000 0.67

21 
利付国庫債券（２年） 
第２５２回 

0.8 2009/1/15 1,530,000,000 100.16 1,532,463,300 99.97 1,529,586,900 0.66

22 
利付国庫債券（１０年）
第２４０回 

1.3 2012/6/20 1,470,000,000 100.38 1,475,695,300 100.63 1,479,334,500 0.64

23 
利付国庫債券（１０年）
第２８０回 

1.9 2016/6/20 1,400,000,000 102.53 1,435,490,000 103.10 1,443,484,000 0.62

24 
利付国庫債券（５年） 
第５５回 

1.4 2011/3/20 1,400,000,000 100.68 1,409,620,000 101.29 1,418,158,000 0.61

25 
利付国庫債券（１０年）
第２８２回 

1.7 2016/9/20 1,400,000,000 100.38 1,405,348,000 101.22 1,417,206,000 0.61

26 
利付国庫債券（１０年）
第２６７回 

1.3 2014/12/20 1,410,000,000 97.88 1,380,133,100 99.47 1,402,527,000 0.61

27 
利付国庫債券（５年） 
第５３回 

1.0 2010/12/20 1,400,000,000 99.75 1,396,513,000 100.01 1,400,210,000 0.61

28 
利付国庫債券（２年） 
第２５１回 

0.8 2008/12/15 1,400,000,000 100.17 1,402,464,000 99.98 1,399,818,000 0.61

29 
利付国庫債券（１０年）
第２５９回 

1.5 2014/3/20 1,380,000,000 100.59 1,388,186,200 101.11 1,395,359,400 0.60

30 
利付国庫債券（１０年）
第２７０回 

1.3 2015/6/20 1,400,000,000 98.25 1,375,501,000 99.08 1,387,232,000 0.60

合計 54,580,000,000 54,681,901,200  54,908,566,800 23.75
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注）国／地域は全て日本、種類は全て国債証券です。 

 

 

Ｂ．種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

国債証券 72.50 

地方債証券  5.97 

特殊債券 11.67 

社債券  8.51 

合計 98.65 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

銘柄名 国名 
数量 

（枚） 
簿価金額（円） 評価金額（円） 

投資比率
（％） 

先物取引 

 買建 

  長期国債先物 

日本 13 1,762,759,110 1,759,550,000 0.76

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。 
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（中央三井外国株式マザーファンド） 

① 投資有価証券の主要銘柄 

Ａ．主要銘柄の明細 

簿価（円） 評価額（円） 順
位 

国／地域 銘柄名 業種 株数 
単価 金額 単価 金額 

投資
比率
（％）

１ アメリカ 
EXXON MOBIL 
CORPORATION 

エネルギー 670,076 8,840 5,923,448,880 9,912 6,642,046,600 1.85

２ アメリカ GENERAL ELECTRIC 資本財 1,202,745 4,226 5,082,854,564 4,457 5,360,740,306 1.49

３ アメリカ MICROSOFT CORP 
ソフトウェア・
サービス 

1,030,791 3,411 3,515,741,949 3,302 3,403,869,278 0.95

４ アメリカ AT&T INC 電気通信サービス 730,352 4,375 3,195,643,466 4,615 3,370,532,996 0.94

５ アメリカ CITIGROUP INC 各種金融 573,366 6,305 3,615,331,026 5,366 3,076,633,850 0.86

６ アメリカ 
BANK OF AMERICA 
CORP 

銀行 521,425 6,146 3,204,929,831 5,828 3,038,799,565 0.85

７ イギリス BP PLC エネルギー 2,264,503 1,255 2,841,404,351 1,288 2,916,594,945 0.81

８ イギリス HSBC HLDGS PLC 銀行 1,355,105 2,173 2,944,894,515 2,071 2,806,456,332 0.78

９ アメリカ 
PROCTER & GAMBLE 
CO 

家庭用品・パーソ
ナル用品 

369,015 7,490 2,764,084,745 7,546 2,784,480,433 0.77

10 アメリカ CHEVRON CORP エネルギー 254,942 8,628 2,199,724,857 10,120 2,580,049,573 0.72

11 アメリカ CISCO SYSTEMS INC 
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器 

706,413 3,185 2,249,893,659 3,648 2,577,051,207 0.72

12 アメリカ JOHNSON & JOHNSON 
医薬品・バイオテ
クノ・ライフ 

338,470 7,611 2,576,013,308 7,150 2,420,030,714 0.67

13 アメリカ PFIZER 
医薬品・バイオテ
クノ・ライフ 

843,386 3,090 2,606,232,133 2,850 2,403,244,009 0.67

14 アメリカ 
INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINE 

テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器 

176,078 11,673 2,055,386,393 13,391 2,357,859,776 0.66

15 スイス 
NESTLE SA-
REGISTERD 

食品・飲料・タバ
コ 

46,870 44,590 2,089,951,211 50,094 2,347,900,155 0.65

16 イギリス VODAFONE GROUP PLC 電気通信サービス 6,179,430 348 2,149,625,912 370 2,285,106,868 0.64

17 フランス TOTAL SA エネルギー 251,873 8,369 2,108,044,447 8,607 2,167,916,147 0.60

18 アメリカ 
JPMORGAN CHASE & 
CO 

各種金融 404,887 5,868 2,375,850,518 5,104 2,066,380,442 0.57

19 イギリス 
GLAXOSMITHKLINE 
PLC 

医薬品・バイオテ
クノ・ライフ 

672,721 3,271 2,200,796,469 2,990 2,011,208,746 0.56

20 アメリカ INTEL CORP 
半導体・半導体製
造装置 

674,465 2,494 1,682,032,047 2,934 1,979,048,656 0.55

21 アメリカ ALTRIA GROUP INC 
食品・飲料・タバ
コ 

245,275 7,638 1,873,368,742 8,038 1,971,483,045 0.55

22 アメリカ 
AMERICAN INT'L 
GROUP 

保険 258,476 8,033 2,076,328,786 7,614 1,968,085,891 0.55

23 イギリス 
ROYAL DUTCH SHELL 
PLC-A SHS 

エネルギー 430,598 4,054 1,745,623,378 4,437 1,910,380,321 0.53

24 
フィンラ
ンド 

NOKIA OYJ 
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器 

478,959 2,759 1,321,412,267 3,806 1,822,764,687 0.51

25 アメリカ HEWLETT-PACKARD CO 
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器 

315,900 4,911 1,551,516,410 5,622 1,776,125,889 0.49

26 アメリカ 
VERIZON 
COMMUNICATIONS INC 

電気通信サービス 340,548 4,444 1,513,489,563 4,867 1,657,384,148 0.46

27 スイス 
NOVARTIS AG-REG 
SHS 

医薬品・バイオテ
クノ・ライフ 

271,305 7,000 1,899,053,097 6,105 1,656,287,181 0.46

28 スイス 
ROCHE HLDGS AG 
GENUSSCHINE 

医薬品・バイオテ
クノ・ライフ 

82,172 22,741 1,868,678,427 20,086 1,650,491,343 0.46

29 アメリカ APPLE INC 
テクノロジー・
ハードウェアおよ
び機器 

100,800 10,251 1,033,309,340 15,815 1,594,105,380 0.44

30 アメリカ GOOGLE INC-CLASS A 
ソフトウェア・
サービス 

26,100 55,017 1,435,944,067 59,358 1,549,248,967 0.43

合計 73,700,608,358  76,152,307,450 21.18 
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（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注）種類は全て株式です。 

 

Ｂ．種類別及び業種別の投資比率 

種類 業種 投資比率（％） 

銀行 10.65 

エネルギー 9.87 

資本財 7.49 

素材 5.95 

医薬品・バイオテクノ・ライフ 5.92 

各種金融 5.82 

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.14 

食品・飲料・タバコ 4.81 

保険 4.79 

電気通信サービス 4.59 

公益事業 4.18 

ソフトウェア・サービス 3.30 

メディア 2.96 

小売 2.43 

ヘルスケア機器・サービス 2.37 

食品・生活必需品小売り 2.07 

半導体・半導体製造装置 1.67 

運輸 1.50 

消費者サービス 1.43 

耐久消費財・アパレル 1.38 

家庭用品・パーソナル用品 1.34 

自動車・自動車部品 1.23 

商業サービス・用品 0.86 

不動産 0.60 

株式 

小計 92.36 

投資信託受益証券、投資証券 ― 1.67 

合計  94.03 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

取引名 地域 資産名 種類
数量

（枚）
簿価（円） 時価（円） 

投資比率

（％） 

アメリカ S&P 500 FUTU 買建 337 14,193,586,608 14,292,836,586 3.98

ドイツ DJ EURO STOX 買建 758 5,019,607,874 5,116,746,271 1.42
株価指数 

先物取引 
イギリス FTSE 100 IDX 買建 224 3,185,278,752 3,257,053,794 0.91

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

（注２）株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値

段又は最終相場で評価しております。 
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（中央三井外国債券マザーファンド） 

① 投資有価証券の主要銘柄 
Ａ．主要銘柄の明細 

簿価（円） 評価額（円） 順

位 

国／ 

地域 
銘柄名 

利率 
（％） 

償還日 額面金額
単価 金額 単価 金額 

投資
比率
（％）

１ アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

6.000 2009/8/15 78,300,000 11,921 9,333,948,595 12,011 9,404,240,813 1.90

２ アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.000 2010/3/15 73,900,000 11,419 8,438,961,843 11,569 8,549,427,838 1.72

３ アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

3.500 2009/11/15 60,000,000 11,215 6,729,158,250 11,451 6,870,618,562 1.38

４ フランス 
FRANCE 
O.A.T. 

4.000 2009/10/25 42,850,000 15,874 6,801,922,309 15,844 6,789,288,720 1.37

５ フランス 
FRANCE 
O.A.T. 

5.500 2010/10/25 40,630,000 16,688 6,780,296,532 16,501 6,704,272,683 1.35

６ ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

4.500 2009/7/4 31,710,000 16,062 5,093,119,185 15,987 5,069,486,388 1.02

７ アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

6.500 2010/2/15 40,000,000 12,155 4,861,882,123 12,233 4,893,075,937 0.99

８ フランス 
FRANCE 
O.A.T. 

3.500 2015/4/25 31,000,000 15,269 4,733,298,643 15,097 4,680,209,407 0.94

９ イタリア BTPS 4.500 2009/5/1 27,240,000 16,052 4,372,498,613 15,953 4,345,579,453 0.88

10 ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

3.750 2015/1/4 27,000,000 15,608 4,214,172,177 15,424 4,164,508,053 0.84

11 イタリア BTPS 4.250 2009/11/1 26,010,000 15,997 4,160,700,470 15,912 4,138,841,119 0.83

12 ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

4.250 2014/7/4 24,850,000 16,090 3,998,389,328 15,932 3,958,984,683 0.80

13 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.875 2009/5/15 33,500,000 11,611 3,889,560,107 11,747 3,935,126,650 0.79

14 ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

5.000 2011/7/4 23,200,000 16,512 3,830,759,431 16,361 3,795,810,603 0.76

15 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.625 2011/8/31 31,700,000 11,544 3,659,297,176 11,795 3,738,922,121 0.75

16 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.750 2014/5/15 29,400,000 11,596 3,409,258,820 11,897 3,497,769,450 0.70

17 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.750 2008/11/15 29,460,000 11,574 3,409,805,075 11,684 3,442,129,316 0.69

18 イタリア BTPS 5.250 2011/8/1 20,670,000 16,672 3,446,112,693 16,448 3,399,897,942 0.69

19 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

6.125 2027/11/15 25,100,000 13,361 3,353,547,033 13,479 3,383,135,816 0.68

20 イギリス TREASURY 4.750 2020/3/7 14,550,000 23,165 3,370,452,937 22,989 3,344,944,968 0.67

21 イタリア BTPS 6.500 2027/11/1 16,990,000 20,234 3,437,677,086 19,322 3,282,766,089 0.66

22 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

5.125 2016/5/15 27,000,000 11,906 3,214,685,601 12,140 3,277,853,071 0.66

23 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

5.000 2011/2/15 25,960,000 11,723 3,043,308,972 11,938 3,099,099,845 0.62

24 ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

5.000 2012/1/4 18,700,000 16,574 3,099,288,706 16,415 3,069,636,116 0.62

25 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.500 2012/4/30 25,370,000 11,442 2,902,941,032 11,749 2,980,814,450 0.60

26 アメリカ 
US TREASURY 
N/B 

4.375 2010/12/15 25,300,000 11,441 2,894,587,211 11,691 2,957,907,037 0.60

27 イギリス TREASURY 4.750 2038/12/7 12,030,000 25,086 3,017,851,815 24,450 2,941,365,075 0.59

28 イタリア BTPS 2.750 2010/6/15 18,970,000 15,176 2,878,795,892 15,273 2,897,375,817 0.58

29 イギリス TREASURY 4.750 2010/6/7 12,500,000 22,891 2,861,392,187 23,099 2,887,396,875 0.58

30 ドイツ 
DEUTSCHLAND 
REP 

5.000 2012/7/4 17,500,000 16,623 2,909,006,292 16,477 2,883,476,522 0.58

合計 128,146,676,134  128,383,961,419 25.87



 

運用の状況 

 
 

 

- 32 - 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注）種類は全て国債証券です。 

 

Ｂ．種類別の投資比率 

種類 投資比率（％） 

国債証券 96.62 

特殊債券 0.46 

合計 97.08 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

取引名 地域 資産名 種類
数量

（枚）

簿価 

（円） 

時価 

（円） 

投資比率

（％） 

債券先物取引 アメリカ US 5YR NOTE 買建 34 419,959,018 422,139,335 0.09

債券先物取引 アメリカ US 10YR NOTE 買建 26 328,060,059 330,262,676 0.07

債券先物取引 アメリカ US LONG BOND 買建 25 323,159,192 324,814,640 0.07

債券先物取引 ドイツ EURO-SCHATZ 買建 44 719,915,094 721,360,301 0.15

債券先物取引 ドイツ EURO-BOBL FU 買建 51 870,792,546 874,495,314 0.18

債券先物取引 ドイツ EURO-BUND FU 買建 83 1,489,897,080 1,497,625,464 0.30

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

 

 

財務ハイライト情報 
 

当ファンドは、平成19年10月31日から運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、記載す

べき貸借対照表、損益及び剰余金計算書はありません。 

当ファンドの会計監査は、監査法人トーマツが行います。 
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内国投資信託受益証券事務の概要 
 
投資信託受益証

券の名義書換等 

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はあり

ません。 

受益者等に対す

る特典 
該当事項はありません。 

譲渡制限 該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振替受益権に関

する記載 

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。 

① 受益証券の不発行 

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣

の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関

の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、

振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を

除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無

記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

② 受益権の譲渡 

Ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象と

する受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請を

するものとします。 

Ｂ．上記Ａ．の申請のある場合には、上記Ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡

人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につ

き、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記Ａ．の

振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開

設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の

規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われる

よう通知するものとします。 

Ｃ．上記Ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設

した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを

得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることがで

きます。 

③ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託

会社に対抗することができません。 

④ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する

法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。 

 ⑤ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益

者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、

当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記

載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い

ます。 

⑥ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配

金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金及び償還金の支払い等につ

いては、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 
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ファンドの詳細情報の項目 

 

「ファンドの詳細情報」は「投資信託説明書（請求目論見書）」に掲載しております。 

 

「ファンドの詳細情報」に掲載されている項目は以下のとおりです。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

第５ 設定及び解約の実績 
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追加型証券投資信託 

 

新生・４分散ファンド 

 

約   款 
 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 

新生・４分散ファンド 

 

運用の基本方針 

 

約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファン

ドおよび中央三井外国債券マザーファンド（以下これらを「マザーファンド」といいます。）の各受益証

券を主要投資対象とします。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。 

 

（２）投資態度 

① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、

信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 

② 基本配分比率は国内株式25％、国内債券25％、外国株式25％、外国債券25％とします。 

③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス

を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。 

④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運

用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。 

⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この

ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計

額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

⑥ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。 

⑦ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある
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いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が

あります。 

⑧ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨

に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび

に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に

係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類

似の取引を行うことができます。 

⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 

⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが

できます。 

 

３．投資制限 

① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。 

② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お

よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への

実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純

資産総額の５％以下とします。 

⑦ 投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と

します。 

 

４．収益分配方針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信

託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益

（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越さ

れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。 

② 分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象

額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 
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 追加型証券投資信託 

新生・４分散ファンド 

約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委

託） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、中央三

井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、

中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者と

します。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108

号）（以下「信託法」といいます。）の適用を

受けます。 

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託

事務の委託として、信託事務の処理の一部につ

いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の

認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係

人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２

項第１号に規定する利害関係人をいいます。以

下この条において同じ。）を含みます。）と信

託契約を締結し、これを委託することができま

す。 

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託

については、受益者の保護に支障を生じること

がない場合に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金300億円を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 

（信託金の限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円

を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度

額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の信託期間は、信託契約締結日か

ら第47条第７項、第49条第１項、第50条第１項、

第51条第１項および第53条第２項の規定による

信託期間終了の日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘

は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げ

る場合に該当し、投資信託及び投資法人に関す

る法律第２条第８項で定める公募により行われ

ます。 

（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託当初

の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込

者とし、第７条の規定により分割された受益権

は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に

帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条の規定による受益権につ

いては300億口を上限として、追加信託によっ

て生じた受益権については、これを追加信託の

つど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等

に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。た

だし、社債、株式等の振替に関する法律が施行

された場合には、受託者と協議のうえ、一定日

現在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方

法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業

日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産（受入担保金代用有価証券および第

28条に規定する借入公社債を除きます。）を法

令および社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て時価評価して得た信託財産の資産総額から負

債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、計算日における受益権総口数

で除した金額をいいます。 

③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示

の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。以下同

じ。）の円換算については、原則として、わが

国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値

によって計算します。 

④ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす
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ることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替

に関する法律（政令で定める日以降「社債、株

式等の振替に関する法律」となった場合は読み

替えるものとし、「社債、株式等の振替に関す

る法律」を含め「社振法」といいます。以下同

じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権

の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益

権を取り扱うことについて同意した一の振替機

関（社振法第２条に規定する「振替機関」をい

い、以下「振替機関」といいます。）および当

該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２

条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機

関を含め、以下「振替機関等」といいます。）

の振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まります（以下、振替口座簿に記載または

記録されることにより定まる受益権を「振替受

益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定を

取り消された場合または当該指定が効力を

失った場合であって、当該振替機関の振替業

を承継する者が存在しない場合その他やむを

得ない事情がある場合を除き、振替受益権を

表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事

情等により受益証券を発行する場合を除き、

無記名式受益証券から記名式受益証券への変

更の請求、記名式受益証券から無記名式受益

証券への変更の請求、受益証券の再発行の請

求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への新

たな記載または記録をするため社振法に定める

事項の振替機関への通知を行うものとします。

振替機関等は、委託者から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備

える振替口座簿への新たな記載または記録を行

います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、この信託契約締結により生じた

受益権については信託設定時に、追加信託によ

り生じた受益権については追加信託のつど、振

替機関の定める方法により、振替機関へ当該受

益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位、価額および手数料等） 

第12条 販売会社（金融商品取引法第28条第１項に

規定する第一種金融商品取引業を行う者および

金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金

融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。

以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分

割される受益権を、その取得申込者に対し、販

売会社が定める申込単位をもって取得の申込み

に応ずることができるものとします。ただし、

別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって

契約（以下「別に定める契約」といいます。）

を結んだ取得申込者に対しては、１口の整数倍

をもって取得申込みに応ずることができるもの

とします。 

この約款において「自動けいぞく投資約

款」とは、この信託について、受益権取得申

込者と販売会社が締結する「自動けいぞく投

資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を

規定する契約を含むものとします。この場合

「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に

読み替えるものとします。 

② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌

営業日の基準価額に、手数料および当該手数料

に係る消費税および地方消費税（以下「消費税

等」といいます。）に相当する金額を加算した

価額とします。ただし、この信託契約締結日前

の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につ

き１円に手数料および当該手数料に係る消費税

等に相当する金額を加算した価額とします。 

③ 前項の手数料の額は、販売会社が別に定める

ところによるものとします。 

④ 前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定

める契約に基づいて収益分配金を再投資する場

合の受益権の価額は、原則として、第 39 条に

規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 第１項の取得申込者は販売会社に、取得申込

みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開

設されたこの信託の受益権の振替を行うための

振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に

当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録が行われます。なお、販売会社は、当該取

得申込みの代金（第２項の受益権の価額に当該

取得申込みの口数を乗じて得た額をいいま

す。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録を

行うことができます。 
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⑥ 第１項の規定にかかわらず、第４項に該当す

る場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取

引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する

金融商品取引所で有価証券の売買または金融商

品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場

および当該市場を開設するものをいいます。以

下同じ。）および外国金融商品市場（金融商品

取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金

融商品市場で有価証券の売買または金融商品取

引法第28条第８項第５号の取引を行う市場およ

び当該市場を開設するものをいいます。）をい

います。以下同じ。）における取引の停止、外

国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が

あるときは、販売会社は受益権の取得申込みの

受付けを中止すること、およびすでに受付けた

取得申込みを取り消すことができます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する

場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係

る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関

等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権

の口数の減少および譲受人の保有する受益権の

口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、前項

の振替機関等が振替先口座を開設したものでな

い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他

の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関

を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲

受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載

または記録が行われるよう通知するものとしま

す。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関

等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認め

るときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設ける

ことができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口

座簿への記載または記録によらなければ、委託

者および受託者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第15条 この信託において投資の対象とする資産の

種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品

取引法第２条第20項に規定するものをいい、

約款第23条、第24条および第25条に定める

ものに限ります。） 

ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲

げるものに該当するものを除きます。） 

ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当す

るものを除きます。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第16条 委託者は、信託金を、主として中央三井ア

セットマネジメント株式会社を委託者とし、中

央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とし

て締結された親投資信託「中央三井日本株式マ

ザーファンド」、「中央三井日本債券マザー

ファンド」、「中央三井外国株式マザーファン

ド」および「中央三井外国債券マザーファン

ド」（以下「マザーファンド」といいます。）

の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券（金

融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に定める特定

社債券（金融商品取引法第２条第１項第４

号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券（金融商品取引法第２条第１

項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関の優先出資に関する法

律に定める優先出資証券または優先出資引
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受権を表示する証書 

９．資産の流動化に関する法律に定める優先

出資証券または新優先出資引受権を表示す

る証券（金融商品取引法第２条第１項第８

号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ぺーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社

債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券

（金融商品取引法第２条第１項第10号で定

めるものをいい、振替受益権を含みま

す。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品

取引法第２条第１項第11号で定めるものを

いいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取

引法第２条第１項第18号で定めるものをい

います。） 

16．オプションを表示する証券または証書

（金融商品取引法第２条第１項第19号で定

めるものをいい、有価証券に係るものに限

ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項

第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引

法第２条第１項第14号で定める受益証券発

行信託の受益証券に限ります。） 

20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項

第16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券

の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書ならびに第

12号および第17号の証券または証書のうち第

１号の証券または証書の性質を有するものを

以下「株式」といい、第２号から第６号まで

の証券ならびに第12号および第17号の証券ま

たは証書のうち第２号から第６号までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、

第13号の証券および第14号の証券を以下「投

資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託を

除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、

信託金を前項に掲げる金融商品により運用する

ことの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券

および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する新株引受権証券および

新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属

するとみなした額の合計額が、取得時において

信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券

（マザーファンドを除きます。）の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する投資信託証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし

た額の合計額が、信託財産の純資産総額の100

分の５を超えることとなる投資の指図をしませ

ん。 

⑥ 前２項において信託財産に属するとみなした

額とは、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産

の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。 

（利害関係人等との取引等） 

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じるこ

とがないものであり、かつ信託業法、投資信託

及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に

反しない場合には、委託者の指図により、信託
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財産と、受託者（第三者との間において信託財

産のためにする取引その他の行為であって、受

託者が当該第三者の代理人となって行うものを

含みます。）および受託者の利害関係人（金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第

１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号

に規定する利害関係人をいいます。以下本項、

次項および第31条において同じ。）、第31条第

１項に定める信託業務の委託先およびその利害

関係人または受託者における他の信託財産との

間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに

第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第

36条に掲げる取引その他これらに類する行為を

行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者として

の権限に基づいて信託事務の処理として行うこ

とができる取引その他の行為について、受託者

または受託者の利害関係人の計算で行うことが

できるものとします。なお、受託者の利害関係

人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と

します。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投

資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな

い場合には、信託財産と、委託者、その取締役、

執行役および委託者の利害関係人等（金融商品

取引法第31条の４第５項および同条第６項に規

定する親法人等または子法人等をいいます。）

または委託者が運用の指図を行う他の信託財産

との間で、前２条に掲げる資産への投資等なら

びに第22条ないし第28条、第30条、第34条ない

し第36条に掲げる取引その他これらに類する行

為を行うことの指図をすることができ、受託者

は、委託者の指図により、当該投資等ならびに

当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益

者に対して信託法第31条第３項および同法第32

条第３項の通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがって、その

指図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新

株引受権証券および新株予約権証券は、金融商

品取引所等に上場されている株式の発行会社の

発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場

において取引されている株式の発行会社の発行

するものとします。ただし、株主割当または社

債権者割当により取得する株式、新株引受権証

券および新株予約権証券については、この限り

ではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録さ

れることが確認できるものについては、委託者

が投資することを指図することができるものと

します。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属

する当該株式の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額の合計額が、取得時において信

託財産の純資産総額の100分の10を超えること

となる投資の指図をしません。 

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株

引受権証券および新株予約権証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する当該新株引

受権証券および当該新株予約権証券の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額の合計額

が、取得時において信託財産の純資産総額の

100分の５を超えることとなる投資の指図をし

ません。 

③ 前２項において信託財産に属するとみなした

額とは、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産

の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受

権証券および当該新株予約権証券の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転

換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの

（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１

項第７号および第８号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）の時価総額とマザーファンドの

信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転

換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額の合計額が、取得
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時において信託財産の純資産総額の100分の５

を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額

とは、信託財産に属するマザーファンドの受益

証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の

純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該

転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合

を乗じて得た額をいいます。 

（信用取引の指図範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付け

の決済については、株券の引渡しまたは買戻し

により行うことの指図をすることができるもの

とします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る

建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に

属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に

属するとみなした額の合計額が、信託財産の純

資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者

は速やかに、その超える額に相当する売付けの

一部を決済するための指図をするものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした

額とは、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産

の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の

時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（先物取引等の運用指図） 

第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金融商品取引法

第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション

取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係

る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外

国の取引所における通貨に係る先物取引および

オプション取引を行うことの指図をすることが

できます。 

③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を

一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図

をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取

引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることができま

す。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第

４条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありませ

ん。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引

を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが

必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入

れの指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付けることの指図をする
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ことができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において貸付株

式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において貸付

公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超え

ないものとします。 

② 信託財産の一部解約等の事由により、前項各

号に定める限度額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の

受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの

指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図および範囲） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産において有しない公社債また

は第28条の規定により借入れた公社債を売付け

ることの指図をすることができます。なお、当

該売付けの決済については、売付けた公社債の

引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす

ることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（公社債の借入れの指図および範囲） 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあ

たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保

の提供の指図を行うものとします。 

② 前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を返還するための指図をするも

のとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第29条 外貨建有価証券への投資については、わが

国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為

替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額

につき円換算した額が、信託財産の純資産総額

を超えないものとします。ただし、信託財産に

属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産

に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると

みなした額を含みます。）の為替変動リスクを

回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

限度額を超えることとなった場合には、委託者

は所定の期間内に、その超える額に相当する為

替予約の一部を解消するための外国為替の売買

の予約取引の指図をするものとします。 

④ 第２項において信託財産に属するとみなした

額とは、信託財産に属するマザーファンドの受

益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産

の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。 

（信託業務の委託等） 

第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務

の一部について、信託業法第22条第１項に定め

る信託業務の委託をするときは、以下に掲げる

基準の全てに適合するもの（受託者の利害関係

人を含みます。）を委託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託

業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、

委託業務を確実に処理する能力があると認

められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己

の固有財産その他の財産とを区分する等の

管理を行う体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行する

ための体制が整備されていること 
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② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあ

たっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準

に適合していることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に

掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認

める者（受託者の利害関係人を含みます。）に

委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内におい

て、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分

およびその他の信託の目的の達成のために

必要な行為に係る業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的

な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等

（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および外国の法令に

準拠して設立された法人でこの者に類する者を

いいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において

発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金

融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機

関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者等の名義で混蔵寄託することができるものと

します。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第33条 信託の登記または登録をすることができる

信託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、受託者が認める場

合は、信託の登記または登録を留保することが

あります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとしま

す。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をする

ことができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理

するものとします。ただし、受託者が認める場

合は、その計算を明らかにする方法により分別

して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 

第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求

および信託財産に属する有価証券の売却等の指

図ができます。 

（再投資の指図） 

第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、

売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清

算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配

当金およびその他の収入金を再投資することの

指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならび

に運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の

手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。）を目的として、または再投資に係る収益

分配金の支払資金の手当てを目的として、資金

借入れ（コール市場を通じる場合を含みま

す。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わない

ものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入

期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡

日までの間または受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券等の解約代

金入金日までの間もしくは受益者への解約代金

支払開始日から信託財産で保有する有価証券等

の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で

ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入

れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％

以内における、当該有価証券等の売却代金、解

約代金および有価証券等の償還金の合計額を限

度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託

財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再

投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 

第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産
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に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属

します。 

（受託者による資金の立替え） 

第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、

転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申出があるときは、受託者は資金の立

替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託

終了日までにその金額を見積りうるものがある

ときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰

り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第39条 この信託の計算期間は、毎年６月11日から

翌年６月10日までとすることを原則とします。

ただし、第１計算期間は平成19年10月31日から

平成20年６月10日までとし、最終計算期間の終

了日は、第４条に定める信託期間の終了日とし

ます。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。 

（信託財産に関する報告等） 

第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、

受益者に対する信託法第37条第３項に定める報

告は行わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２

項に定める書類または電磁的記録の作成に欠く

ことのできない情報その他の信託に関する重要

な情報および当該受益者以外の者の利益を害す

るおそれのない情報を除き、信託法第38条第１

項に定める閲覧または謄写の請求をすることは

できないものとします。 

（信託事務の諸費用） 

第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に

要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用およ

び当該費用に係る消費税等に相当する金額は、

受益者の負担とし、毎計算期間の最初の６ヶ月

終了日および毎計算期末または信託終了のとき

に信託財産中から支弁します。 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、

第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の94の率を乗じ

て得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ

月終了日および毎計算期末または信託終了のと

きに信託財産中から支弁するものとし、委託者

と受託者間の配分は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する

金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 

（収益の分配） 

第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利

益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸

料およびこれらに類する収益から支払利息

を控除した額（以下「配当等収益」といい

ます。）とマザーファンドの信託財産に属

する配当等収益のうち信託財産に属すると

みなした額（以下「みなし配当等収益」と

いいます。）との合計額は、諸経費、監査

費用、当該監査費用に係る消費税等に相当

する金額、信託報酬および当該信託報酬に

係る消費税等に相当する金額を控除した後、

その残額を受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配金にあてるため、

その一部を分配準備積立金として積み立て

ることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した額からみ

なし配当等収益を控除して得た利益金額

（以下「売買益」といいます。）は、諸経

費、監査費用、当該監査費用に係る消費税

等に相当する金額、信託報酬および当該信

託報酬に係る消費税等に相当する金額を控

除し、繰越欠損金のあるときは、その全額

を売買益をもって補填した後、受益者に分



 

新生・４分散ファンド  約款 

 
 

 

- 12 - 

配することができます。なお、次期以降の

分配にあてるため、分配準備積立金として

積み立てることができます。 

② 前項においてみなし配当等収益とは、マザー

ファンドの配当等収益にマザーファンドの受益

権総口数に占める信託財産に属するマザーファ

ンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいい

ます。 

③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた

損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月

以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の

末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収益分配金に

係る計算期間の末日以前において一部解約が行

われた受益権に係る受益者を除きます。また、

当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため販

売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し

ては、受託者が委託者の指定する預金口座等に

払い込むことにより、原則として、毎計算期間

終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に

交付されます。この場合、販売会社は、別に定

める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益

分配金の再投資に係る受益権の売付けを行いま

す。当該売付けにより増加した受益権は、第10

条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載

または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。）は、信託終了日後１ヶ月以内の委託

者の指定する日から、信託終了日において振替

機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（信託終了日以前において一部解約が

行われた受益権に係る受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。なお、

当該受益者は、その口座が開設されている振替

機関等に対して委託者がこの信託の償還をする

のと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と

同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において

当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求

を受付けた日から起算して、原則として、５営

業日目から当該受益者に支払います。 

⑤ 第１項、第３項および第４項に規定する収益

分配金、償還金および一部解約金の支払いは、

販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第27条の規定によるものとし、各受益者

毎の信託時の受益権の価額（ただし、第12条第

３項に規定する手数料および当該手数料に係る

消費税等に相当する金額を除きます。以下本項

において同じ。）と元本との差額をいい、原則

として、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。また、前項に規定する「各受益者毎の信託

時の受益権の価額等」とは、原則として、各受

益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信

託のつど当該口数により加重平均され、収益分

配のつど調整されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第45条 受益者が、収益分配金については前条第１

項に規定する支払開始日から５年間その支払い

を請求しないとき、ならびに信託終了による償

還金について前条第３項に規定する支払開始日

から10年間その支払いを請求しないときは、そ

の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込み

と支払いに関する受託者の免責） 

第46条 受託者は、収益分配金については、原則と

して毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還

金については第44条第３項に規定する支払開始

日までに、一部解約金については第44条第４項

に規定する支払日までに、その全額を委託者の

指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定す

る預金口座等に収益分配金、償還金および一部

解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払



 

新生・４分散ファンド  約款 

 
 

 

- 13 - 

いにつき、その責に任じません。 

（信託契約の一部解約） 

第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に対し１口単位の整数倍をもって一部解

約の実行を請求することができます。 

② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をする

ときは、販売会社に対し、振替受益権をもって

行うものとします。 

③ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を

受付けた場合には、この信託契約の一部を解約

します。なお、第１項の一部解約の実行の請求

を行う受益者は、その口座が開設されている振

替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの

信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換え

に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に

したがい当該振替機関等の口座において当該口

数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価

額に0.15％の率を乗じて得た額を信託財産留保

額として控除した価額とします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の

停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、第１項による一部解約の

実行の請求の受付けを中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが

中止された場合には、受益者は当該受付中止以

前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回

できます。ただし、受益者がその一部解約の実

行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の

一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後

の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の

請求を受付けたものとして第４項の規定に準じ

て計算された価額とします。 

⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することに

より、受益権の口数が10億口を下回ることと

なった場合は、受託者と合意のうえ、あらかじ

め、監督官庁に届け出ることにより、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができま

す。この場合において、第49条の規定を準用す

るものとします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権に係る収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部

解約金および償還金の支払い等については、こ

の約款によるほか、民法その他の法令等にした

がって取扱われます。 

（信託契約の解約） 

第49条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による

決議（以下「書面決議」といいます。）を行い

ます。この場合において、あらかじめ、書面決

議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事

項を定め、当該決議の日の２週間前までに、こ

の信託契約に係る知れている受益者に対し、書

面をもってこれらの事項を記載した書面決議の

通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者お

よびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての

受託者を除きます。以下本項において同じ。）

は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ

を行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ

ている受益者は書面決議について賛成するもの

とみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することが

できる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって

行います。 

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託

契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託契約に係るすべての

受益者が書面または電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには適用しません。また、信

託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、第２項から前項ま

での手続きを行うことが困難な場合には適用し

ません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解

約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信
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託約款の変更をしようとするときは、第54条の

規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けた

とき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を

終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託

は、第54条第４項に該当する場合には、当該投

資信託委託会社と受託者との間において存続し

ます。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡す

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部

を承継させることがあり、これに伴い、この信

託契約に関する事業を承継させることがありま

す。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務

に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと

その他重要な事由があるときは、委託者または

受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てるこ

とができます。受託者が辞任した場合、または

裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第

54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。

なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、

受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

（信託約款の変更等） 

第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変

更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第

２号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことがで

きるものとし、あらかじめ、変更または併合し

ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け

出ます。なお、この信託約款は本条に定める以

外の方法によって変更することができないもの

とします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項に

あっては、その内容が重大なものに該当する場

合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な

約款の変更等」といいます。）について、書面

決議を行います。この場合において、あらかじ

め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等

の内容およびその理由などの事項を定め、当該

決議の日の２週間前までに、この信託約款に係

る知れている受益者に対し、書面をもってこれ

らの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者お

よびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が

属するときの当該受益権に係る受益者としての

受託者を除きます。以下本項において同じ。）

は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ

を行使することができます。なお、知れている

受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ

ている受益者は書面決議について賛成するもの

とみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することが

できる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって

行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益

者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大

な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この信託約款に係るすべ

ての受益者が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託に

おいて併合の書面決議が可決された場合にあっ

ても、当該併合にかかる一または複数の他の投

資信託において当該併合の書面決議が否決され

た場合は、当該他の投資信託との併合を行うこ

とはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する重大な約款の変更等を行う場合に

は、書面決議において当該解約または重大な約

款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、

自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買

取るべき旨を請求することができます。この買

取請求権の内容および買取請求の手続きに関す
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る事項は、第49条第２項または前条第２項に規

定する書面に付記します。 

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限） 

第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者

に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うこ

とはできません。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（公告） 

第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本

経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じた

ときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

（付則） 

第１条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決済

日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内また

は海外において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利

率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあら

かじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決

済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授

受を約する取引をいいます。 

第２条 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相

手方との間で直物外国為替取引および当該直物

外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国

為替取引を同時に約定する取引をいいます。以

下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直

物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物

外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す

数値をいいます。以下本条において同じ。）を

取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から

決済日における当該為替スワップ取引の現実の

スワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と

して定めた金額を乗じた額を決済日における指

標利率の数値で決済日における現在価値に割り

引いた額の金銭またはその取り決めに係るス

ワップ幅から決済日における当該為替スワップ

取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら

かじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ

らかじめ元本として定めた金額について決済日

を受渡日として行った先物外国為替取引を決済

日における直物外国為替取引で反対売買したと

きの差金に係る決済日から満期日までの利息と

を合算した額を決済日における指標利率の数値

で決済日における現在価値に割り引いた額の金

銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日  平成19年10月31日 

 

 

委託者  中央三井アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者  中央三井アセット信託銀行株式会社 
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＜親投資信託  中央三井日本株式マザーファンド＞ 

 

運用の基本方針 

 

 約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買ま

たは金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま

す。）に上場されている株式を主要投資対象とします。 

（２）投資態度 

① 株式への投資は、原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「ＴＯ

ＰＩＸ」（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。 

② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット

信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 

③ 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。 

④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総

額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま

す。 

⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記

の運用ができない場合があります。 

⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利

に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引およびわが国の

金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことがで

きます。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができま

す。 

⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 

 

３．投資制限 

① 株式への投資割合には制限を設けません。 
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② 外貨建資産への投資は、行いません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お

よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への

投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額

の５％以下とします。 

⑦ 投資信託証券ヘの投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 親投資信託（中央三井日本株式マザーファンド）約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、その受益権を他の投資信託の

受託者に取得させることを目的とする証券投資

信託であり、中央三井アセットマネジメント株

式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀

行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産について

の対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正

11年法律第62号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基づ

き、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項

の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金200億円を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 

（追加信託金限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金２兆円

を上限として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その

引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限

度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第

42条第１項、第42条第２項、第43条第１項、第

44条第１項および第46条第２項の規定による信

託終了の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの

勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第９項で定める適格機関投資家私募により

行われます。 

（受益者） 

第６条 この信託の元本および収益の受益者は、こ

の信託の受益証券を投資対象とする中央三井ア

セットマネジメント株式会社の証券投資信託の

受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条に規定する信託によって

生じた受益権については、これを200億口を限

度に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど、第８条の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業
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日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産（受入担保金代用有価証券および第

24条に規定する借入れ公社債を除きます。）を

法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を、計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす

ることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行） 

第10条 委託者は、第７条の規定により分割された

受益権を表示する記名式の受益証券を発行しま

す。 

② 委託者が発行する受益証券は、１口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡すること

はできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第１項により受益証券を発

行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなけ

ればなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって

行います。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第12条 この信託において投資の対象とする資産の

種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。） 

Ａ．有価証券 

Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商

品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第19条、第20条および第21条

に定めるものに限ります。） 

Ｃ．金銭債権（上記Ａ、Ｂおよび下記Ｄに

掲げるものに該当するものを除きま

す。） 

Ｄ．約束手形（上記Ａに掲げるものに該当

するものを除く。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

Ａ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第13条 委託者は、信託金を、主として次の有価証

券（本邦通貨表示のものに限ります。）（金融

商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に定める特定

社債券（金融商品取引法第２条第１項第４

号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券（金融商品取引法第２条第１

項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関の優先出資に関する法

律に定める優先出資証券または優先出資引

受権を表示する証書 

９．資産の流動化に関する法律に定める優先

出資証券 （金融商品取引法第２条第１項第

８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ぺーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社

債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。） および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13．証券投資信託または外国証券投資信託の

受益証券（金融商品取引法第２条第１項第

10号で定めるものをいい、振替受益権を含

みます。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品

取引法第２条第１項第11号で定めるものを

いいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取

引法第２条第１項第18号で定めるものをい

います。） 

16．オプションを表示する証券または証書

（金融商品取引法第２条第１項第19号で定

めるものをいい、有価証券にかかるものに

限ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項

第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 
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19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法

第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 

20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第

16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券

の性質を有するもの 

 なお、第１号の証券または証書ならびに第

12号および第17号の証券または証書のうち

第１号の証券または証書の性質を有するも

のを以下「株式」といい、第２号から第６

号までの証券ならびに第12号および第17号

の証券または証書のうち第２号から第６号

までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、第13号の証券および第14号

の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託を

除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、

信託金を前項に掲げる金融商品により運用する

ことの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する

新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超

えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の

５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 

第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがってその指

図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第15条 委託者が投資することを指図する株式、新

株引受権証券および新株予約権証券は、わが国

の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16

項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買

または金融商品取引法第28条第８項第３号の取

引を行う市場および当該市場を開設するものを

いいます。以下同じ。）に上場されている株式

の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に

準ずる市場において取引されている株式の発行

会社の発行するものとします。ただし、株主割

当または社債権者割当により取得する株式、新

株引受権証券および新株予約権証券については

この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録さ

れることが確認できるものについては、委託者

が投資することを指図することができるものと

します。 

（同―銘柄の株式等への投資制限） 

第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額が、取得時において信託財産の純

資産総額の100分の20を超えることとなる投資

の指図をしません。 

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株

引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、

取得時において信託財産の純資産総額の100分

の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第17条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転

換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの

（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１

項第７号および第８号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）の時価総額が、取得時において

信託財産の純資産総額の100分の５を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

（信用取引の指図範囲） 

第18条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付け

の決済については、株券の引渡しまたは買戻し

により行うことの指図をすることができるもの
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とします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る

建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者

は、すみやかにその超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（先物取引等の運用指図） 

第19条 委託者は、わが国の金融商品取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金融商品取引法

第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション

取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、異なった受取金利または

異なった受取金利とその元本を一定の条件のも

とに交換する取引（以下「スワップ取引」とい

います。）を行うことの指図をすることができ

ます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取

引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保

の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（金利先渡取引の運用指図） 

第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引

の決済日が、原則として第４条に定める信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引

が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保

の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることがで

きます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付

株式の時価合計額が、信託財産で保有する

株式の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸

付公社債の額面金額の合計額が、信託財産

で保有する公社債の額面金額の合計額を超

えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなっ

た場合には、委託者はすみやかに、その超える

額に相当する契約の一部の解約を指図するもの

とします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と

認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

（公社債の空売り） 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売りつけることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済に

ついては、公社債（信託財産により借入れた公

社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しによ

り行うことの指図をすることができるものとし

ます。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 



 

（参考）中央三井日本株式マザーファンド  約款 

 
 

 

- 6 - 

（公社債の借入れ） 

第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、公社債の借入れを指図することができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあた

り担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時

価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

公社債の一部を返還するための指図をするもの

とします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

（保管業務の委任） 

第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産

に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる

金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

（有価証券の保管） 

第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、

法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

（混蔵寄託） 

第27条 金融機関または第一種金融商品取引業者等

（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および外国の法令に

準拠して設立された法人でこの者に類する者を

いいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において

発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金

融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機

関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（一括登録） 

第28条 削除 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第29条 信託の登記または登録をすることができ

る信託財産については、信託の登記または登

録をすることとします。ただし、受託者が認

める場合は、信託の登記または登録を留保す

ることがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとしま

す。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をする

ことができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理

するものとします。ただし、受託者が認める場

合は、その計算を明らかにする方法により分別

して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

（有価証券の売却および再投資の指図） 

第30条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売

却等の指図をすることができます。 

② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価

証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価

証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の収入金を再投資することを指図することが

できます。 

（損益の帰属） 

第31条 委託者の指示に基づく行為により信託財産

に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第32条 信託財産に属する有価証券について、借替

え、転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申出があるときは、受託者は資金

の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託

終了日までにその金額を見積もりうるものがあ

るときは、受託者がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議により、そのつど別に

これを定めます。 

（信託の計算期間） 

第33条 この信託の計算期間は、毎年１月23日から

翌年１月22日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定
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める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に

要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第36条 委託者および受託者は、この信託契約に関

し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第37条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日ま

で信託財産中に留保し、期中には分配を行いま

せん。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第38条 追加信託金または信託の一部解約金は、当

該金額と元本に相当する金額との差額を、追加

信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約

にあっては解約差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者

の免責） 

第39条 受託者は、信託が終了したときは、償還金 

（信託終了時における信託財産の純資産総額を

受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金

を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第40条 委託者は、受託者より償還金の交付を受け

た後、受益証券と引換えに受益者に当該償還金

を支払います。 

（一部解約） 

第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、

信託の―部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

を、受益権総口数で除した金額から、当該金額

に0.20％の率を乗じて得た金額を一部解約時の

信託財産留保額として控除した金額に、当該一

部解約にかかる受益権の口数を乗じた額としま

す。 

（信託契約の解約） 

第42条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象と

することを信託約款において定める全ての証券

投資信託がその信託を終了させることとなる場

合には、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじ

め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る受益証

券を主要投資対象とする信託の知られたる受益

者に対して交付します。ただし、この信託契約

に係る当該各信託の全ての受益者に対して書面

を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと

としたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し､かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑦ 第４項から前項までの規定は、第２項の規定

に基づいてこの信託契約を解約する場合には適

用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解

約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第47条の規

定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第44条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けた

とき、解散したときまたは業務を廃止したとき
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は、委託者は、この信託契約を解約し信託を終

了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信

託は、第47条第４項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第45条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡する

ことがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務

に背いた場合、その他重要な事由が生じたとき

は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の

解任を請求することができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場

合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し信託を終了させま

す。 

（信託約款の変更） 

第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更

することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係

る受益証券を主要投資対象とする信託の知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この

信託約款に係る当該各信託の全ての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤ 委託者は､当該信託約款の変更をしないこと

としたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取り請求権） 

第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第42条第４項または前条第３項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

（公告） 

第49条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載

します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第50条 この信託約款の解釈について疑義が生じた

ときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

（付則） 

第１条 第21条に規定する「金利先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決済

日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内また

は海外において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利

率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあら

かじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決

済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授

受を約する取引をいいます。 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日 平成13年１月23日 

 

 委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社 

 

 

 受託者 中央三井信託銀行株式会社 
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親投資信託 

 
中央三井日本債券マザーファンド 

 
約    款 

 

 

＜親投資信託  中央三井日本債券マザーファンド＞ 

 

運用の基本方針 

 

 約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

わが国の公社債を主要投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。 

② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット

信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 

③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額

と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記

の運用ができない場合があります。 

⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利

に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取

引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引および金利に係

るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と言います。）を行うことができま

す。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 

 

３．投資制限 

① 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条

第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ

３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の

純資産総額の10％以下とします。 

② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。 

④ 投資信託証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 
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親投資信託（中央三井日本債券マザーファンド）約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、その受益権を他の投資信託の

受託者に取得させることを目的とする証券投資

信託であり、中央三井アセットマネジメント株

式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀

行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産について

の対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正

11年法律第62号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基づ

き、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項

の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金200億円を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 

（追加信託金限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金２兆円

を上限として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その

引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限

度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第

40条第１項、第40条第２項、第41条第１項、第

42条第１項、および第44条第２項の規定による

信託終了の日または信託契約解約の日とします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの

勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第９項で定める適格機関投資家私募により

行われます。 

（受益者） 

第６条 この信託の元本および収益の受益者は、こ

の信託の受益証券を対象とする中央三井アセッ

トマネジメント株式会社の証券投資信託の受託

者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条に規定する信託によって

生じた受益権については、これを200億口を限

度に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど、第８条の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業

日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産（受入担保金代用有価証券および第

23条に規定する借入れ公社債を除きます。）を

法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を、計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益者は、信託の日時を異にす

ることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行） 

第10条 委託者は、第７条の規定により分割された

受益権を表示する記名式の受益証券を発行しま

す。 

② 委託者が発行する受益証券は、１口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡すること

はできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第１項により受益証券を発

行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなけ

ればなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって

行います。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第12条 この信託において投資の対象とする資産の

種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。） 
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Ａ．有価証券 

Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商

品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第18条、第19条および第20条

に定めるものに限ります。） 

Ｃ．金銭債権（上記Ａ、Ｂおよび下記Ｄに

該当するものを除く。） 

Ｄ．約束手形（上記Ａに掲げるものに該当

するものを除く。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

Ａ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第13条 委託者は、信託金を、主として次の有価証

券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を

除きます。）（本邦通貨表示のものに限りま

す。）に投資することを指図します。 

１．国債証券 

２．地方債証券 

３．特別の法律により法人の発行する債券 

４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

５．資産の流動化に関する法律に定める特定

社債券（金融商品取引法第２条第１項第４

号で定めるものをいいます。） 

６．転換社債の転換および新株予約権（新株

予約権付社債のうち会社法第236条第１項第

３号の財産が当該新株予約権付社債につい

ての社債であって当該社債と当該新株予約

権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ

らかじめ明確にしているもの（以下会社法

施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お

よび第８号の定めがある新株予約権付社債

を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。）の新株予約権に限ります。）

の行使により取得した株券 

７．コマーシャル・ぺーパー 

８．外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

９．証券投資信託または外国証券投資信託の

受益証券（金融商品取引法第２条第１項第

10号で定めるものをいい、振替受益権を含

みます。） 

10．投資証券または外国投資証券（金融商品

取引法第２条第１項第11号で定めるものを

いいます。） 

11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取

引法第２条第１項第18号で定めるものをい

います。） 

12．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引

法第２条第１項第14号で定める受益証券発

行信託の受益証券に限ります。） 

14．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項

第16号で定めるものをいいます。） 

15．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

16．外国の者に対する権利で前号の有価証券

の性質を有するもの 

なお、第６号の証券または証書および第８

号の証券または証書のうち第６号の証券また

は証書の性質を有するものを以下「株式」と

いい、第１号から第５号までの証券および第

８号の証券または証書のうち第１号から第５

号までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、第９号の証券および第10号の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託を

除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、

信託金を前項に掲げる金融商品により運用する

ことの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の



 

（参考）中央三井日本債券マザーファンド  約款 

 
 

 

- 4 - 

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の

５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 

第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがってその指

図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第15条 委託者が投資することを指図する株式は、

わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２

条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券

の売買または金融商品取引法第28条第８項第３

号の取引を行う市場および当該市場を開設する

ものをいいます。以下同じ。）に上場されてい

る株式の発行会社の発行するもの、金融商品取

引所に準ずる市場において取引されている株式

の発行会社の発行するものとします。ただし、

株主割当または社債権者割当により取得する株

式については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式で目論見書等において上場または

登録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができる

ものとします。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額が、取得時において信託財産の純

資産総額の100分の５を超えることとなる投資

の指図をしません。 

（転換社債等への投資制限） 

第17条 委託者は、信託財産に属する転換社債なら

びに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、

取得時において信託財産の純資産総額の100分

の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

（先物取引等の運用指図） 

第18条 委託者は、わが国の金融商品取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金融商品取引法

第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことを指図することが

できます。なお、選択権取引は、オプション取

引に含めるものとします。（以下同じ。） 

② 委託者は、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、異なった受取金利または

異なった受取金利とその元本を一定の条件のも

とに交換する取引（以下「スワップ取引」とい

います。）を行うことの指図をすることができ

ます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取

引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（金利先渡取引の運用指図） 

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと

を指図することができます。 

② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引

の決済日が原則として第４条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が

当該信託期間内で全部解約可能なものについて

はこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が

市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す

るものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり、担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産に属する公社債の貸付の指図

をすることができます。ただし、当該貸付は、

貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合

計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額

の合計額を超えないものとします。 

② 前項に定める限度額を超えることとなった場
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合には、委託者は速やかに、その超える額に相

当する契約の一部の解約を指図するものとしま

す。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と

認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

（公社債の空売り） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売付けることの指図をする

ことができます。なお、当該売付けの決済につ

いては、公社債（信託財産により借入れた公社

債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより

行うことの指図をすることができるものとしま

す。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる

公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範

囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（公社債の借入れ） 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあ

たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の

提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の

時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を返還するための指図をするも

のとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

（保管業務の委任） 

第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産

に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる

金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

（有価証券の保管） 

第24条の２ 受託者は、信託財産に属する有価証券

を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し

保管させることができます。 

（混蔵寄託） 

第25条 金融機関または第一種金融商品取引業者等

（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および外国の法令に

準拠して設立された法人でこの者に類する者を

いいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において

発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金

融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機

関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（一括登録） 

第26条     削除 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第27条 信託の登記または登録をすることができる

信託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、受託者が認める場

合は、信託の登記または登録を留保することが

あります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとしま

す。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をする

ことができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理

するものとします。ただし、受託者が認める場

合は、その計算を明らかにする方法により分別

して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

（有価証券の売却および再投資の指図） 

第28条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売

却等の指図ができます。 

② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価

証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価
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証券等に係る利子等、株式の配当およびその他

の収入金を再投資することを指図することがで

きます。 

（損益の帰属） 

第29条 委託者の指図に基づく行為により信託財産

に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第30条 信託財産に属する有価証券について、借替

え、転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申出があるときは、受託者は資金

の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

有価証券等に係る利子等およびその他の未収入

金で、信託終了日までにその金額を見積もりう

るものがあるときは、受託者がこれを立替えて

信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議により、そのつど別に

これを定めます。 

（信託の計算期間） 

第31条 この信託の計算期間は、毎年１月23日から

翌年１月22日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定

める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第32条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第33条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に

要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第34条 委託者および受託者は、この信託契約に関

し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第35条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日ま

で信託財産中に留保し、期中には分配を行いま

せん。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第36条 追加信託金または信託の一部解約金は、当

該金額と元本に相当する金額との差額を、追加

信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約

にあっては解約差金として処理します。 

（償還金の委託者ヘの交付と支払いに関する受託者

の免責） 

第37条 受託者は、信託が終了したときは、償還金

（信託終了日における信託財産の純資産総額を

受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金

を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第38条 委託者は受託者より償還金の交付を受けた

後、受益証券と引換えに受益者に当該償還金を

支払います。 

（一部解約） 

第39条 委託者は、受益者の請求があった場合には、

信託の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

を受益権総口数で除した金額から、当該金額に

0.10％の率を乗じて得た金額を、一部解約時の

信託財産留保額として控除した金額に、当該一

部解約にかかる受益権の口数を乗じた額としま

す。 

（信託契約の解約） 

第40条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象と

することを信託約款において定める全ての証券

投資信託がその信託を終了させることとなる場

合には、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 
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③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじ

め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る受益証

券を主要投資対象とする信託の知られたる受益

者に対して交付します。ただし、この信託契約

に係る当該各信託の全ての受益者に対して書面

を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと

としたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑦ 第４項から前項までの規定は、第２項の規定

に基づいてこの信託契約を解約する場合には適

用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第41条 委託者は、監督官庁より、この信託契約の

解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款の変更をしようとするときは、第45条の

規定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けた

とき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し信託を終

了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信

託は、第45条第４項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第43条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡する

ことがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務

に背いた場合、その他重要な事由が生じたとき

は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の

解任を請求することができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場

合、委託者は、第45条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し信託を終了させま

す。 

（信託約款の変更） 

第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更

することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係

る受益証券を主要投資対象とする信託の知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この

信託約款に係る当該各信託の全ての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこと

としたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 
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（反対者の買取り請求権） 

第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第40条第４項または前条第３項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

（公告） 

第47条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載

します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第48条 この信託約款の解釈について疑義が生じた

ときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

（付則） 

第１条 第20条に規定する「金利先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決済

日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内また

は海外において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利

率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあら

かじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決

済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授

受を約する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日    平成１３年１月２３日 

 

委託者  中央三井アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者  中央三井信託銀行株式会社 
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親投資信託 

 
中央三井外国株式マザーファンド 

 
約    款 

 

 

 

 

＜親投資信託  中央三井外国株式マザーファンド＞ 

 

運用の基本方針 

 

約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 

（２）投資態度 

① モルガン・スタンレー・キャピタル・インタ－ナショナル・コクサイ指数（ＭＳＣＩコクサイ指数）

に採用されている国の株式に投資を行い、同指数（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を

行います。 

② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット

信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 

③ 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。 

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を

目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 

⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総

額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま

す。 

⑥ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記

の運用ができない場合があります。 

⑦ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利

に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価

証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引

と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行わ

れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことができます。 
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⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが

できます。 

 

３．投資制限 

① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 

② 株式への投資割合には制限を設けません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お

よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への

投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額

の５％以下とします。 
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親投資信託（中央三井外国株式マザーファンド）約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、その受益権を他の投資信託の

受託者に取得させることを目的とする証券投資

信託であり、中央三井アセットマネジメント株

式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀

行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産について

の対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正

11年法律第62号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基づ

き、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項

の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金200億円を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 

（追加信託金限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金２兆円

を上限として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その

引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限

度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第

44条第１項、第44条第２項、第45条第１項、第

46条第１項および第48条第２項の規定による信

託終了の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの

勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第９項で定める適格機関投資家私募により

行われます。 

（受益者） 

第６条 この信託の元本および収益の受益者は、こ

の信託の受益証券を投資対象とする中央三井ア

セットマネジメント株式会社の証券投資信託の

受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条に規定する信託によって

生じた受益権については、これを200億口を限

度に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど、第８条の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業

日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産（受入担保金代用有価証券および第

24条に規定する借入れ公社債を除きます。）を

法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を、計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。 

③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示

の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。以下同

じ。）の円換算については、原則としてわが国

における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。 

④ 第26条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす

ることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行） 

第10条 委託者は、第７条の規定により分割された

受益権を表示する記名式の受益証券を発行しま

す。 

② 委託者が発行する受益証券は、１口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡すること

はできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第１項により受益証券を発

行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなけ

ればなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって

行います。 
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（投資の対象とする資産の種類） 

第12条 この信託において投資の対象とする資産の

種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。） 

Ａ．有価証券 

Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商

品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第19条、第20条および第21条

に定めるものに限る。） 

Ｃ．金銭債権（上記Ａ、Ｂおよび下記Ｄに

該当するものを除く。以下同じ。） 

Ｄ．約束手形（上記Ａに掲げるものに該当

するものを除く。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

Ａ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第13条 委託者は、信託金を、主として次の有価証

券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を

除きます。）に投資することを指図します。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券（以下「分

離型新株引受権付社債券」といいます。）

の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に関する法律に定める特定

社債券（金融商品取引法第２条第１項第４

号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券（金融商品取引法第２条第１

項第６号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関の優先出資に関する法

律に定める優先出資証券または優先出資引

受権を表示する証書 

９．資産の流動化に関する法律に定める優先

出資証券（金融商品取引法第２条第１項第

８号で定めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ぺーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社

債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。） および新株予約権証券 

12．外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性質

を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券

（金融商品取引法第２条第１項第10号で定

めるものをいい、振替受益権を含みま

す。） 

14．投資証券または外国投資証券（金融商品

取引法第２条第１項第11号で定めるものを

いいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取

引法第２条第１項第18号で定めるものをい

います。） 

16．オプションを表示する証券または証書

（金融商品取引法第２条第１項第19号で定

めるものをいい、有価証券に係るものに限

ります。） 

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項

第20号で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法

第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に限ります。） 

20.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第

16号で定めるものをいいます。） 

21．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に表示されるべきもの 

22．外国の者に対する権利で前号の有価証券

の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書ならびに第

12号および第17号の証券または証書のうち第

１号の証券または証書の性質を有するものを

以下「株式」といい、第２号から第６号まで

の証券ならびに第12号および第17号の証券ま

たは証書のうち第２号から第６号までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、

第13号の証券および第14号の証券を以下「投

資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託を
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除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、

信託金を前項に掲げる金融商品により運用する

ことの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する

新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超

えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の

５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 

第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがってその指

図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第15条 委託者が投資することを指図する株式、新

株引受権証券および新株予約権証券は、金融商

品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法

第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価

証券の売買または金融商品取引法第28条第８項

第３号の取引を行う市場および当該市場を開設

するものをいいます。以下同じ。）および外国

金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第

３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券

の売買または金融商品取引法第28条第８項第５

号の取引を行う市場および当該市場を開設する

ものをいいます。）をいいます。以下同じ。）

に上場されている株式の発行会社の発行するも

の、金融商品取引所等に準ずる市場において取

引されている株式の発行会社の発行するものと

します。ただし、株主割当または社債権者割当

により取得する株式、新株引受権証券および新

株予約権証券についてはこの限りではありませ

ん。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録さ

れることが確認できるものについては、委託者

が投資することを指図することができるものと

します。 

（同―銘柄の株式等への投資制限） 

第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額が、取得時において信託財産の純

資産総額の100分の10を超えることとなる投資

の指図をしません。 

② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株

引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、

取得時において信託財産の純資産総額の100分

の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第17条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転

換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当

該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの

（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１

項第７号および第８号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」

といいます。）の時価総額が、取得時において

信託財産の純資産総額の100分の５を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。 

（信用取引の指図範囲） 

第18条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付け

の決済については、株券の引渡しまたは買戻し

により行うことの指図をすることができるもの

とします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る

建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託者

は、すみやかにその超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（先物取引等の運用指図） 

第19条 委託者は、わが国の金融商品取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金融商品取引法
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第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション

取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係

る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外

国の取引所における通貨に係る先物取引および

オプション取引を行うことの指図をすることが

できます。 

③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を

一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図

をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取

引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保

の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることができま

す。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第

４条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありませ

ん。 

③ 金利先渡取引および為替先渡渡引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引

を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ

の指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲）  

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることがで

きます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付

株式の時価合計額が、信託財産で保有する

株式の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸

付公社債の額面金額の合計額が、信託財産

で保有する公社債の額面金額の合計額を超

えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなっ

た場合には、委託者は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものと

します。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と

認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

（公社債の空売り） 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売りつけることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済に

ついては、公社債（信託財産により借入れた公

社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しによ

り行うことの指図をすることができるものとし

ます。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（公社債の借入れ） 

第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、公社債の借入れを指図することができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあた

り担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 
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② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時

価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を返還するための指図をするも

のとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第25条 外貨建有価証券への投資については、わが

国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。ただし、信託財産

に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避す

るためにする当該予約取引の指図については、

この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、

委託者は所定の期間内に、その超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替

の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（保管業務の委任） 

第27条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産

に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる

金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

（有価証券の保管） 

第28条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、

法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

（混蔵寄託） 

第29条 金融機関または第一種金融商品取引業者等

（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および外国の法令に

準拠して設立された法人でこの者に類する者を

いいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において

発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金

融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機

関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（―括登録） 

第30条   削除 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第31条 信託の登記または登録をすることができる

信託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、受託者が認める場

合は、信託の登記または登録を留保することが

あります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとしま

す。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をする

ことができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理

するものとします。ただし、受託者が認める場

合は、その計算を明らかにする方法により分別

して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

（有価証券の売却および再投資の指図） 

第32条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売

却等の指図をすることができます。 

② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価

証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価

証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の収入金を再投資することを指図することが

できます。 

（損益の帰属） 

第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産

に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第34条 信託財産に属する有価証券について、借替

え、転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申出があるときは、受託者は資金

の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、
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株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託

終了日までにその金額を見積もりうるものがあ

るときは、受託者がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議により、そのつど別に

これを定めます。 

（信託の計算期間） 

第35条 この信託の計算期間は、毎年２月８日から

翌年２月７日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定

める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に

要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第38条 委託者および受託者は、この信託契約に関

し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第39条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日ま

で信託財産中に留保し、期中には分配を行いま

せん。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第40条 追加信託金または信託の一部解約金は、当

該金額と元本に相当する金額との差額を、追加

信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約

にあっては解約差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者

の免責） 

第41条 受託者は、信託が終了したときは、償還金

（信託終了時における信託財産の純資産総額を

受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金

を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第42条 委託者は、受託者より償還金の交付を受け

た後、受益証券と引換えに受益者に当該償還金

を支払います。 

（一部解約） 

第43条 委託者は、受益者の請求があった場合には、

信託の―部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

を受益権総口数で除した金額から、当該金額に

0.20％の率を乗じて得た金額を一部解約時の信

託財産留保額として控除した金額に、当該一部

解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託契約の解約） 

第44条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象と

することを信託約款において定める全ての証券

投資信託がその信託を終了させることとなる場

合には、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじ

め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと
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としたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑦ 第４項から前項までの規定は、第２項の規定

に基づいてこの信託契約を解約する場合には適

用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解

約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第49条の規

定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けた

とき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し信託を終

了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信

託は、第49条第４項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第47条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡する

ことがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務

に背いた場合、その他重要な事由が生じたとき

は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の

解任を請求することができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場

合、委託者は、第49条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

（信託約款の変更） 

第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更

することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係

る知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この信託約款に係る全ての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこと

としたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取り請求権） 

第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第44条第４項または前条第３項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

（公告） 

第51条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載

します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第52条 この信託約款の解釈について疑義が生じた

ときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

（付則） 

第１条 第21条に規定する「金利先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決済

日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内また
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は海外において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利

率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあら

かじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決

済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授

受を約する取引をいいます。 

第２条 第21条に規定する「為替先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相

手方との間で直物外国為替取引および当該直物

外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国

為替取引を同時に約定する取引をいいます。以

下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直

物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物

外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す

数値をいいます。以下本条において同じ。）を

取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から

決済日における当該為替スワップ取引の現実の

スワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と

して定めた金額を乗じた額を決済日における指

標利率の数値で決済日における現在価値に割り

引いた額の金銭またはその取り決めに係るス

ワップ幅から決済日における当該為替スワップ

取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら

かじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ

らかじめ元本として定めた金額について決済日

を受渡日として行なった先物外国為替取引を決

済日における直物外国為替取引で反対売買した

ときの差金に係る決済日から満期日までの利息

とを合算した額を決済日における指標利率の数

値で決済日における現在価値に割り引いた額の

金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日    平成13年２月22日 

 

委託者  中央三井アセットマネジメント株式会社 

 

 

受託者  中央三井信託銀行株式会社 
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親投資信託 

中央三井外国債券マザーファンド 

約   款 

 

 

 

＜親投資信託  中央三井外国債券マザーファンド＞ 

 
運用の基本方針 

 

 約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 
１．基本方針 

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 
２．運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 

 
（２）投資態度 

① シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用されている国の国

債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 

② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット

信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を

目的として為替予約取引等を活用する場合があります。 

④ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額

と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 

⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記

の運用ができない場合があります。 

⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利

に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価

証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引

と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行わ

れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。 

⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行

うことができます。 

⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが

できます。 

 
３．投資制限 

① 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第

１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
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れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３

第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい

います。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資

は信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 

④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

 

 

 

親投資信託（中央三井外国債券マザーファンド）約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、その受益権を他の投資信託の

受託者に取得させることを目的とする証券投資

信託であり、中央三井アセットマネジメント株

式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀

行株式会社を受託者とします。 

② この信託は、信託財産に属する財産について

の対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正

11年法律第62号）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基づ

き、信託事務の処理の一部について、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項

の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一

の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金200億円を上限として受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 

（追加信託金限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金２兆円

を上限として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その

引受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度

額を変更することができます。 

（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第

42条第１項、第42条第２項、第43条第１項、第

44条第１項および第46条第２項の規定による信

託期間終了の日までとします。 

（受益証券の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの

勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第

２条第９項で定める適格機関投資家私募により

行われます。 

（受益者） 

第６条 この信託の元本および収益の受益者は、こ

の信託の受益証券を投資対象とする中央三井ア

セットマネジメント株式会社の証券投資信託の

受託者である信託業務を営む銀行とします。 

（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条に規定する信託によって

生じた受益権については、これを200億口を限

度に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど、第８条の追加口数

に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在

の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託金の計算方法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業

日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産（受入担保金代用有価証券および第

22条に規定する借入れ公社債を除きます。）を

法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を、計算日における受益権

総口数で除した金額をいいます。 

③ 信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示

の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。以下同

じ。）の円換算については、原則としてわが国

における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

よって計算します。 

④ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買

相場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 
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第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす

ることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行） 

第10条 委託者は、第７条の規定により分割された

受益権を表示する記名式の受益証券を発行しま

す。 

② 委託者が発行する受益証券は、１口の整数倍

の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡すること

はできません。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第１項により受益証券を発

行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなけ

ればなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨

を受益証券に記載し記名捺印することによって

行います。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第12条 この信託において投資の対象とする資産の

種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、

投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同

じ。） 

Ａ．有価証券 

Ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商

品取引法第２条第20項に規定するものを

いい、約款第17条、第18条および第19条

に定めるものに限ります。） 

Ｃ．金銭債権（上記Ａ、Ｂおよび下記Ｄに

該当するものを除く。以下同じ。） 

Ｄ．約束手形（上記Ａに掲げるものに該当

するものを除く。） 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

Ａ．為替手形 

（運用の指図範囲等） 

第13条 委託者は、信託金を、主として次の有価証

券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を

除きます。）に投資することを指図します。 

１．国債証券 

２．地方債証券 

３．特別の法律により法人の発行する債券 

４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体

となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株

引受権証券を除きます。） 

５．資産の流動化に関する法律に定める特定社

債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で

定めるものをいいます。） 

６．転換社債の転換および新株予約権（新株予

約権付社債のうち会社法第236条第１項第３

号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそ

れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ

明確にしているもの（以下会社法施行前の旧

商法第341条ノ３第１項第７号および第８号

の定めがある新株予約権付社債を含め「転換

社債型新株予約権付社債」といいます。）の

新株予約権に限ります。）の行使により取得

した株券 

７．コマーシャル・ぺーパー 

８．外国または外国の者の発行する証券または

証書で、前各号の証券または証書の性質を有

するもの 

９．投資信託または外国投資信託の受益証券

（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め

るものをいい、振替受益権を含みます。） 

10．投資証券または外国投資証券（金融商品取

引法第２条第１項第11号で定めるものをいい

ます。） 

11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引

法第２条第１項第18号で定めるものをいいま

す。） 

12．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法

第２条第１項第14号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。） 

14．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第

16号で定めるものをいいます。） 

15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引

法第２条第１項第14号で定める受益証券発行

信託の受益証券に表示されるべきもの 

16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の

性質を有するもの 

 なお、第６号の証券または証書および第８

号の証券または証書のうち第６号の証券また

は証書の性質を有するものを以下「株式」と

いい、第１号から第５号までの証券および第

８号の証券または証書のうち第１号から第５

号までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、第９号の証券および第10号の

証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
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第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る同項各号に掲げる権利を含みます。）により

運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１

項第14号に規定する受益証券発行信託を除き

ます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引

法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質

を有するもの 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、

解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、

信託金を前項に掲げる金融商品により運用する

ことの指図ができます。 

④ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の

５を超えることとなる投資の指図をしません。 

（運用の基本方針） 

第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがってその指

図を行います。 

（投資する株式等の範囲） 

第15条 委託者が投資することを指図する株式は、

金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品

取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所

で有価証券の売買または金融商品取引法第28条

第８項第３号の取引を行う市場および当該市場

を開設するものをいいます。以下同じ。）およ

び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第

８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有

価証券の売買または金融商品取引法第28条第８

項第５号の取引を行う市場および当該市場を開

設するものをいいます。）をいいます。以下同

じ。）に上場されている株式の発行会社の発行

するもの、金融商品取引所等に準ずる市場にお

いて取引されている株式の発行会社の発行する

ものとします。ただし、株主割当または社債権

者割当により取得する株式についてはこの限り

ではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式で目論見書等において上場または

登録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができる

ものとします。 

（同―銘柄の株式等への投資制限） 

第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株

式の時価総額が、取得時において信託財産の純

資産総額の100分の５を超えることとなる投資

の指図をしません。 

（先物取引等の運用指図） 

第17条 委託者は、わが国の金融商品取引所におけ

る有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第

８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有

価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）お

よび有価証券オプション取引（金融商品取引法

第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引は、オプション

取引に含めるものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係

る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外

国の取引所における通貨に係る先物取引および

オプション取引を行うことの指図をすることが

できます。 

③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係

る先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第18条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を

一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図

をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取

引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評

価するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保

の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと

します。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するため、金利先渡取引および為替
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先渡取引を行うことの指図をすることができま

す。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として第

４条に定める信託期間を超えないものとします。

ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありませ

ん。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと

に算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引

を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れ

の指図を行うものとします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲）  

第20条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付の指図をすることがで

きます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株

式の時価合計額が、信託財産で保有する株式

の時価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付

公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額を超えない

ものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなっ

た場合には、委託者は速やかに、その超える額

に相当する契約の一部の解約を指図するものと

します。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と

認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

（公社債の空売り） 

第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売りつけることの指図をす

ることができます。なお、当該売付けの決済に

ついては、公社債（信託財産により借入れた公

社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しによ

り行うことの指図をすることができるものとし

ます。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公

社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲

内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとしま

す。 

（公社債の借入れ） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、公社債の借入れを指図することができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあた

り担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時

価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の

借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託

者は速やかに、その超える額に相当する借入れ

た公社債の一部を返還するための指図をするも

のとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は信託財産中か

ら支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第23条 外貨建有価証券への投資については、わが

国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資す

るため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。ただし、信託財産

に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避す

るためにする当該予約取引の指図については、

この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、

委託者は所定の期間内に、その超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替

の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（保管業務の委任） 

第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産

に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる

金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

（有価証券の保管） 

第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、
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法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

（混蔵寄託） 

第27条 金融機関または第一種金融商品取引業者等

（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者および外国の法令に

準拠して設立された法人でこの者に類する者を

いいます。以下本条において同じ。）から、売

買代金および償還金等について円貨で約定し円

貨で決済する取引により取得した外国において

発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ

ル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金

融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機

関に当該金融機関または第一種金融商品取引業

者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

（一括登録） 

第28条  削除 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第29条 信託の登記または登録をすることができる

信託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、受託者が認める場

合は、信託の登記または登録を留保することが

あります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護の

ために委託者または受託者が必要と認めるとき

は、速やかに登記または登録をするものとしま

す。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をする

ことができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理

するものとします。ただし、受託者が認める場

合は、その計算を明らかにする方法により分別

して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形

上区別することができる方法によるほか、その

計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。 

（有価証券の売却および再投資の指図） 

第30条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売

却等の指図をすることができます。 

② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価

証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価

証券等に係る利子等、株式の配当金およびその

他の収入金を再投資することを指図することが

できます。 

（損益の帰属） 

第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産

に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

（受託者による資金の立替え） 

第32条 信託財産に属する有価証券について、借替

え、転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申出があるときは、受託者は資金

の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託

終了日までにその金額を見積もりうるものがあ

るときは、受託者がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議により、そのつど別に

これを定めます。 

（信託の計算期間） 

第33条 この信託の計算期間は、毎年２月８日から

翌年２月７日までとすることを原則とします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により

各計算期間終了日に該当する日（以下「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日

より次の計算期間が開始されるものとします。

ただし、最終計算期間の終了日は、第４条に定

める信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告） 

第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成してこれを委託

者に提出します。 

（信託事務の諸費用） 

第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に

要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下 「諸経費」 といいます。）は、受

益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

（信託報酬） 

第36条 委託者および受託者は、この信託契約に関

し信託報酬を収受しません。 

（利益の留保） 

第37条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日ま

で信託財産中に留保し、期中には分配を行いま

せん。 

（追加信託金および一部解約金の計理処理） 

第38条 追加信託金または信託の一部解約金は、当

該金額と元本に相当する金額との差額を、追加
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信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約

にあっては解約差金として処理します。 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者

の免責） 

第39条 受託者は、信託が終了したときは、償還金 

（信託終了時における信託財産の純資産総額を

受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金

を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

（償還金の支払い） 

第40条 委託者は、 受託者より償還金の交付を受

けた後、 受益証券と引換えに受益者に当該償

還金を支払います。 

（一部解約） 

第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、

信託の―部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

を受益権総口数で除した金額から、当該金額に

0.10％の率を乗じて得た金額を一部解約時の信

託財産留保額として控除した金額に、当該一部

解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

（信託契約の解約） 

第42条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生

したときは、受託者と合意のうえ、この信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象と

することを信託約款において定める全ての証券

投資信託がその信託を終了させることとなる場

合には、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。この場合において、委託者は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

③ 委託者は、前２項の事項について、あらかじ

め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行いません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託契約の解約をしませ

ん。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと

としたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し､かつ、これらの事項を記載した書面を

知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

⑦ 第４項から前項までの規定は、第２項の規定

に基づいてこの信託契約を解約する場合には適

用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解

約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第47条の規

定にしたがいます。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第44条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けた

とき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し信託を終

了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委

託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信

託は、第47条第４項に該当する場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第45条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡する

ことがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務

に背いた場合、その他重要な事由が生じたとき

は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の

解任を請求することができます。受託者が辞任

した場合、または裁判所が受託者を解任した場

合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受

託者を選任します。 
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② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

（信託約款の変更） 

第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更

することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届

け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面をこの信託約款に係

る知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この信託約款に係る全ての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間

は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、第１項の信託約款の変更をしませ

ん。 

⑤ 委託者は､当該信託約款の変更をしないことと

したときは、変更しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知

られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。 

（反対者の買取り請求権） 

第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前

条に規定する信託約款の変更を行う場合におい

て、第42条第４項または前条第３項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

（公告） 

第49条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載

します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第50条 この信託約款の解釈について疑義が生じた

ときは、委託者と受託者の協議により定めます。 

（付則） 

第１条 第19条に規定する「金利先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決済

日から一定の期間を経過した日（以下「満期

日」といいます。）までの期間に係る国内また

は海外において代表的利率として公表される預

金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利

率（以下「指標利率」といいます。）の数値を

取り決め、その取り決めに係る数値と決済日に

おける当該指標利率の現実の数値との差にあら

かじめ元本として定めた金額および当事者間で

約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決

済日における当該指標利率の現実の数値で決済

日における現在価値に割り引いた額の金銭の授

受を約する取引をいいます。 

第２条 第19条に規定する「為替先渡取引」は、当

事者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相

手方との間で直物外国為替取引および当該直物

外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国

為替取引を同時に約定する取引をいいます。以

下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直

物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物

外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す

数値をいいます。以下本条において同じ。）を

取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から

決済日における当該為替スワップ取引の現実の

スワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と

して定めた金額を乗じた額を決済日における指

標利率の数値で決済日における現在価値に割り

引いた額の金銭またはその取り決めに係るス

ワップ幅から決済日における当該為替スワップ

取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら

かじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ

らかじめ元本として定めた金額について決済日

を受渡日として行なった先物外国為替取引を決

済日における直物外国為替取引で反対売買した

ときの差金に係る決済日から満期日までの利息

とを合算した額を決済日における指標利率の数

値で決済日における現在価値に割り引いた額の

金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日 平成13年２月22日 

 

委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社 

         

受託者 中央三井信託銀行株式会社 



 

用語解説 
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あ行 

 

運用報告書 運用報告書とは、ファンドの運用状況・実績等を受益者に説明するための報

告書です。委託会社が決算日毎（計算期間が６ヶ月未満の場合には、６ヶ月

毎）に作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付することが義務づけら

れているものです。 

 

 

か行 

 

解約価額 解約価額とは、投資信託（ファンド）を解約するときの価格のことです。 

解約価額＝基準価額－信託財産留保額 

 

解約金 解約金とは、受益者が信託期間の途中で受益証券（振替受益権を含みま

す。）を換金する場合に、受益者に支払われるものです。解約を請求した日

の数営業日後（ファンドによって異なります）に、販売会社で支払われま

す。 

 

解約請求 解約請求は、委託会社に対して投資信託の一部解約を請求する方法です。こ

の場合、受益者は委託会社に対して直接、解約請求をするのではなく、販売

会社を通じて解約請求をすることとなります。 

 

基準価額 基準価額とは、投資信託（ファンド）の受益権１口当たりの価格（時価）の

ことです。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあ

ります。 

 

 

さ行 

 

収益分配金 収益分配金とは、計算期間中の投資信託の運用収益について、計算期末に受

益権口数に応じて受益者に支払われるものです。その金額は、委託会社が収

益分配方針に基づいて決定します。場合によっては、分配金が全く支払われ

ないこともあります。 

 

受益者 受益者とは、投資信託の利益を受ける権利（受益権）を有する者のことをい

います。 

 

償還金 償還金とは、投資信託の信託終了日に、終了時の信託財産（純資産総額）を

受益権口数に応じて分割して、全ての受益者に支払われるものです。 

 

償還乗換優遇制度 過去に購入したファンドが償還を迎えて、償還後３ヶ月以内にその償還金で

新たに別のファンドを購入する場合等には、同じ販売会社を利用すると、募

集・販売手数料が優遇される場合があります。 

 



 

用語解説 
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証券投資信託契約 証券投資信託契約とは、投資信託の法的根拠となる契約のことをいい、投資

信託会社（委託者）と信託銀行（受託者）の間で締結されます。このような

契約に基づいて設立される投資信託は契約型投資信託といわれ、わが国の投

資信託の大半はこの契約型となっています。 

 

信託財産留保額 投資信託を解約する際には、その投資信託で保有する株式・債券などの売却

などに係る費用が発生します。信託財産留保額は、この費用相当額を、費用

が発生する契機となった解約者にご負担いただき、信託財産に残すという趣

旨から設けられたものです。 

信託財産留保額を解約者にご負担いただくことで、投資信託を保有し続ける

受益者と解約請求する受益者との間の公平性を保つとともに、短期解約防止

による信託財産の安定を図ることを目的とするものです。信託財産留保額

は、基準価額に一定率を掛けた額となります。 

 

信託報酬 信託報酬とは、委託者（投資信託会社）と受託者（受託銀行）が、投資信託

において行う業務（サ－ビス）の対価のことをいい、委託者報酬と受託者報

酬の２つに分かれます。 

 

信託約款 信託約款とは、証券投資信託契約の具体的内容を規定したものであり、実質

的には証券投資信託契約と同じものです。 

 

 

は行 

 

募集・販売手数料 投資信託の募集・販売による購入時に販売会社に対して支払う手数料です。

手数料率は、ファンドによって異なり、また、申込金額（口数）に応じて格

差があるのが一般的です。 

 

 

ま行 

 

目論見書 目論見書とは、ファンドを投資家に募集・販売するにあたって、投資家（受

益者）のために投信会社が作成し、販売会社を通じて投資家に交付すること

が義務づけられている説明書のことです。ファンドの特色、運用方針、収益

分配方針などが記載されています。 

目論見書には、投資家にあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論

見書（「交付目論見書」といいます。）と投資家から交付の請求があった時

に直ちに交付しなければならない目論見書（「請求目論見書」といいま

す。）があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

新生・４分散ファンド 
 

追加型株式投資信託／バランス型 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託説明書 

（請求目論見書） 

２００７年１０月 
 

 

 

 

 

中央三井アセットマネジメント株式会社 
 

本情報は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 

 



新生・４分散ファンドは、実質的に国内外の株式や公社債を主要投資対象としてい

ます。組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響や組入れた有価証券の発

行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、ファンド

の基準価額も変動し、これにより投資元本を割り込むことがあります。 

従って、当ファンドは元本保証のある商品ではありません。 

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。 

ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）も併せてよく

お読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

本書「投資信託説明書（請求目論見書）」は、金融商品取引法第15条第３項本文に規定する投資家

から交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書です。 

新生・４分散ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第

５条の規定により有価証券届出書を平成19年10月５日に関東財務局長に提出しており、平成19年10月

21日に届出の効力が生じております。 

本書は、当ファンドの有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した目論見書

で、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しするものです。 

なお、販売会社に「投資信託説明書（請求目論見書）」の交付をご請求された場合は、その旨をご

自身でも記録しておくようにしてください。 

 

 

 
発 行 者 名 中央三井アセットマネジメント株式会社 

本 店 の 所 在 の 場 所 東京都港区芝三丁目23番１号 

有価証券届出書の写し

を縦覧に供する場所
該当事項はありません。 

 

 

■ お電話によるお問合せ先  

電話番号 ０３－５４４０－０１９０ 

受付時間 営業日の午前９時から午後５時まで 

（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前９時から正午まで） 

■ 委託会社のホームページ アドレス ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍａｍ．ｃｏ．ｊｐ／ 

委託会社のお客様相談窓口 
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【ファンドの詳細情報】 

第１【ファンドの沿革】 
平成19年10月５日 有価証券届出書を関東財務局長に提出 

平成19年10月31日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始（予定） 

なお、当ファンドの主要投資対象である「中央三井日本株式マザーファンド」及び「中央三井日

本債券マザーファンド」は平成13年１月23日に、また、「中央三井外国株式マザーファンド」及び

「中央三井外国債券マザーファンド」は平成13年２月22日に、それぞれ設定され、運用が開始され

ています。 

 

第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】 

（１）募集の取扱いの期間と受付時間 

① 当初申込期間 

平成19年10月22日から平成19年10月30日まで、毎営業日お申込みいただけます。 

② 継続申込期間 

平成19年10月31日から平成20年９月10日まで、毎営業日お申込みいただけます。 

募集期間（継続申込期間）は、募集期間満了前に委託会社が「有価証券届出書」を関東財務局長に提

出することにより更新されます。 

（注）お申込みの取扱いは、営業日の午後３時（年末年始など本邦金融商品取引所が半日立会いの場

合は午前11時）までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取

扱いとさせていただきます。 

ただし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ

るときは、分配金再投資に関する契約（下記（５）②をご参照ください。）に基づく収益分配金の再投

資をする場合を除き、販売会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取

得申込みを取り消すことができます。 

 

（２）募集取扱いの単位 

収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に、現金でお受取りにな

るコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に、自動的に当ファンドの受益権に無手数料

で再投資されるコース）の２つの申込方法があります（注）。 

申込単位は、「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」とも、販売会社が定める単位としま

す（「分配金再投資コース」を選択された受益権の分配金を再投資する場合は１口単位とします。）。 

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

販売会社の詳細につきましては、委託会社ホームページ（アドレス：http://www.cmam.co.jp/）をご

参照いただくか、委託会社のお客様相談窓口（※）又は販売会社までお問い合わせください。 

※電  話：０３－５４４０－０１９０ 

受付時間：営業日の9：00～17：00（本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は9：00～12：00） 

（注）平成19年10月22日現在で、「分配金受取りコース」を取扱う販売会社はありません。 

 

（３）販売価額 

① 当初申込期間 

１口当たり１円に、下記（４）に記載する申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算し

た額とします。 

② 継続申込期間 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、下記（４）に記載する申込手数料及び当該手数料に係る消

費税等相当額を加算した額とします。 
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（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、原

則として後記「第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 （４）計算期間」に規定する各計

算期間終了日の基準価額とします。 

 

（４）申込の際に負担するコストの有無 

申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額をご負担いただきます。 

① 申込手数料は、「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」とも、お申込価額（※１）、お申

込金額（※２）、お申込口数等に応じて、3.15％（税抜（※３） 3.0％）の率を上限として、販売会社

が別に定める手数料率を「お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）×

取得口数」に乗じて得た額とします（注）。 

詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 

（注）平成19年10月22日現在で、「分配金受取りコース」を取扱う販売会社はありません。 

（※１）お申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に取得口数を乗じて

得た額をいいます（以下同じ。）。 

（※２）お申込価額に申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」とい

います。）に相当する金額を加えた総額をいいます（以下同じ。）。 

（※３）「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます（以下同じ。）。 

② 「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。 

③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内（単位型証

券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に

ついて申込手数料を優遇することがあります。（「償還乗換優遇制度」（※））詳細につきましては、

販売会社にお問い合わせください。 

※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償

還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以

外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日

の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。）

をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を

優遇する制度等のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご

提示いただくことがあります。 

④ 申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額の中から差引きます。 

 

（５）その他 

① 受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。この

ため販売会社は総合約款を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設定を申込

む旨の申込書を提出していただきます。 

② 「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、自動けいぞく約款に従い分

配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金再投資に

関する契約を締結していただきます。 

③ 受益権取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当フ

ァンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換

えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、

分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定め

る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ

た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、

信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた受益権については追

加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を

行います。 
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２【換金（解約）手続等】 

（１）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行

を請求することができます。 

（注）一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後３時（年末年始など本邦金融商品取引所が半

日立会いの場合は午前11時）までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての受付けは翌

営業日の取扱いとさせていただきます。 

 

（２）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま

す。  

 

（３）委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権

の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載又は記録が行われます。 

 

（４）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％

の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）と

します。 

解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせい

ただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ

（http://www.cmam.co.jp/）に掲載する予定です。 

なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。 

 

（５）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

があるときは、上記（１）による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。 

 

（６）上記（５）により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前

に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を

撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の

計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記（４）の規定に準じて計算された価額としま

す。 

 

（７）一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお

いて当該受益者に支払われます。 

 

（８）解約に係る手数料については、徴収しません。 
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第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

① 基準価額 

信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び社団法人

投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純

資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上

１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合わせ

いただければ、いつでもお知らせいたします。また、基準価額は、原則として、委託会社ホームページ

（http://www.cmam.co.jp/）でご覧いただけるほか、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に（［中央三

井ＡＭ］の「４分散」の略号にて）掲載される予定です。 

② 当ファンドの主たる投資対象として想定している資産及び基準価額に与える影響が大きいと想定され

る資産の評価方法 

Ａ．親投資信託受益証券（中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央

三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド） 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価します。 

Ｂ．株式、投資信託受益証券及び投資証券 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価します。 

Ｃ．国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 

移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価します。 

ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によります。 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

当ファンドの信託期間は、平成19年10月31日から無期限とします。ただし、委託会社は、下記（５）

①の事項に該当することとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

 

（４）【計算期間】 

① 当ファンドの計算期間は、毎年６月11日から翌年６月10日までとすることを原則とします。ただし、

第１計算期間は平成19年10月31日から平成20年６月10日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間

の終了日とします。 

② 上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、

各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（５）【その他】 

① 信託の終了 

この信託契約を解約し信託を終了させる場合は下記のとおりです。 

Ａ．委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合 

イ．受益権の口数が10億口を下回った場合 

委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなっ

た場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

ロ．受益者に有利な場合又はやむを得ない事情が発生した場合 

委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約

し、信託を終了させることができます。 
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ハ．所定の手続き 

ａ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁

に届け出ます。 

ｂ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま

す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由

などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対

し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

ｃ．上記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権

が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）

は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受

益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ

なします。 

ｄ．上記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者

の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

ｅ．上記ｂ．からｄ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ

ている場合であって、上記ｂ．からｄ．までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 

Ｂ．監督官庁の命令 

イ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

ロ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記③の規

定に従います。 

Ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い 

イ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

ロ．上記イ．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託

委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記③Ｄ．に該当する場合には、当該投資

信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

Ｄ．受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い 

イ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務

に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益

者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所

が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記③の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、

受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。 

ロ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 

② 委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い 

Ａ．委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 

Ｂ．委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を承継させることがあります。 

③ 信託約款の変更等 

Ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受

託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又はこの信託と他の信託との併合（投資信託及び

投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同

じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督

官庁に届け出ます。なお、この信託約款は③に定める以外の方法によって変更することができないも

のとします。 
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Ｂ．委託会社は、上記Ａ．の事項（上記Ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する

場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びそ

の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に

対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

Ｃ．上記Ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下Ｃ．において同じ。）は受益

権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決

権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

Ｄ．上記Ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

Ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

Ｆ．上記Ｂ．からＥ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したときには適用しません。 

Ｇ．上記Ａ．からＦ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場

合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

④ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な約款

の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ

き旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、上記①

Ａ．ハ．ｂ．又は③Ｂ．に規定する書面に付記します。 

⑤ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑥ 信託財産の管理 

Ａ．信託業務の委託等 

イ．受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める

信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託会社の利害関係人（金

融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に

規定する利害関係人をいいます。以下、下記ハ．及び⑨において同じ。）を含みます。）を委託先

として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる

こと 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う

体制が整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

ロ．受託会社は、上記イ．に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記イ．１．から４．

までに掲げる基準に適合していることを確認するものとします。 

ハ．上記イ．及びロ．にかかわらず、受託会社は、次の１．から４．までに掲げる業務を、受託会社

及び委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することができるも

のとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 

３．委託会社のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為

に係る業務 

４．受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 
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Ｂ．混蔵寄託 

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品

取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下Ｂ．

において同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得

した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一

種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等

の名義で混蔵寄託することができるものとします。 

Ｃ．信託財産の登記等及び記載等の留保等 

イ．信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をすることと

します。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。 

ロ．上記イ．ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めると

きは、速やかに登記又は登録をするものとします。 

ハ．信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する

旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし

ます。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ

とがあります。 

ニ．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算

を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

⑦ 運用報告書 

委託会社は、計算期間の終了毎に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況等を

記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、あらかじめ受益者からお申し出いただいた住所

にお届けいたします。また、販売会社でもお受取りいただけます。 

⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き、変更した場合の開示方法 

Ａ．委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は、有効期

間満了日の３ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示がないときは、自動的に１年間

延長され、その後も同様とします。 

Ｂ．上記Ａ．の契約を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。 

⑨ 信託事務処理の再委託 

Ａ．受託会社は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた

一の金融機関（受託会社の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを再委託することが

できます。 

Ｂ．上記Ａ．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行うものとします。 

Ｃ．受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、受託会社の利害関係人である日本

トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。そ

の場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

 

２【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

（１）収益分配金に対する請求権 

① 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 

② 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間終了日

から起算して５営業日までの日）から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載又は

記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権

に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に対する支払いを開始します。 
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③ 上記②の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に

対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間

終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅

滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口

座簿に記載又は記録されます。 

④ 収益分配金（上記③に規定する収益分配金を除きます。）の支払いは、販売会社の営業所等において

行うものとします。 

⑤ 受益者が、収益分配金については上記②に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

 

（２）償還金に対する請求権 

① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

② 償還金は、信託終了日（償還日）後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日

が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までの日）から、償還日において振替

機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権

に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売

会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対する支

払いを開始します。 

③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

④ 受益者が、信託終了による償還金について上記②に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求

しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

 

（３）一部解約請求権 

① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行

を請求することができます。 

② 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から当該受益者に

支払われます。 

③ 一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

 

（４）投資信託約款等重要事項変更時の反対者の買取請求権 

前記「１ 資産管理等の概要 （５）その他 ④ 反対者の買取請求権」をご参照ください。 

 

（５）受益権均等分割 

受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 

 

（６）帳簿閲覧権 

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する

ことができます。 

  
（７）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限  

この信託の受益者は、委託会社又は受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま

せん。 

１.他の受益者の氏名又は名称及び住所 

２.他の受益者が有する受益権の内容 
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第４【ファンドの経理状況】 
（１）当ファンドは、平成19年10月31日から運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら

資産を有していません。 

当ファンドの会計監査は、監査法人トーマツが行います。 

 

（２）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令

第59号）」並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理

府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は有価証券報告書に記

載されます。 

 

（３）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成され、監査証明を受けた当ファンドの中間財

務諸表は半期報告書に記載されます。 

 

（４）法令の定めるところにより、当ファンドの有価証券報告書の提出は、計算期間の終了毎に行われ、半

期報告書の提出は、計算期間開始６ヶ月経過毎に行われます。 

 

＜参考＞ 

マザーファンドの現況（平成19年８月31日現在） 

純資産額計算書 

  （中央三井日本株式マザーファンド） 

Ⅰ 資産総額 294,117,212,217 円

Ⅱ 負債総額 9,496,796,674 円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 284,620,415,543 円

Ⅳ 発行済口数 213,739,129,657 口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3316 円

  １万口当たり純資産額 13,316 円

 

  （中央三井日本債券マザーファンド） 

Ⅰ 資産総額 241,314,816,231 円

Ⅱ 負債総額 10,104,775,896 円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 231,210,040,335 円

Ⅳ 発行済口数 213,676,387,745 口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0821 円

  １万口当たり純資産額 10,821 円

 

  （中央三井外国株式マザーファンド） 

Ⅰ 資産総額 370,868,029,340 円

Ⅱ 負債総額 11,348,802,838 円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 359,519,226,502 円

Ⅳ 発行済口数 236,507,914,924 口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5201 円

  １万口当たり純資産額 15,201 円
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  （中央三井外国債券マザーファンド） 

Ⅰ 資産総額 496,709,490,400 円

Ⅱ 負債総額 501,497,189 円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 496,207,993,211 円

Ⅳ 発行済口数 278,749,426,006 口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7801 円

  １万口当たり純資産額 17,801 円

 

 

第５【設定及び解約の実績】 
 

当ファンドは平成19年10月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 
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